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はじめに 

 

本ガイダンスの背景 

パリ協定採択以降、脱炭素社会実現に向けた気候変動への取組は世界規模で急速に拡大している。

気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）では、2021 年公表の「気候関連財務情報開示タスクフ

ォースの提言の実施」において移行計画の概念を打ち出した。2023 年 10 月には英国 Transition Plan 

Taskforce（TPT）が「開示フレームワーク」（以下、TPT 開示フレームワーク）を公表し、移行計画に関

する開示要素が体系化されはじめている。日本国内においても、2025 年３月にサステナビリティ基準委員

会（SSBJ）がサステナビリティ開示基準（以下「SSBJ 基準」という。）を公表し、グローバル企業だけでな

く国内を拠点とする企業にも、移行計画の策定・開示の重要性が広く認識されるようになってきた。金融庁に

おいても、SSBJ 基準の適用義務化の時期の検討が進んでいる。1 

また、2025 年 12 月に金融庁より公表された「地域金融力強化プラン」2 においては、地域金融機関が、

従来の資金供給にとどまらない役割を果たし、地域経済に貢献する力（地域金融力）を発揮することで、

地域企業の価値向上や地域課題の解決に貢献することが期待されている。 

他方、国内金融機関においては、温室効果ガス（GHG）排出量の算定やリスク・機会の分析といった対

応が浸透してきている中で、自社の戦略と整合した形で、GHG 排出量の削減やリスク・機会への対応を盛り

込んだ移行計画の策定を行う金融機関は一部に留まっている。加えて、中小企業を主な取引先とする地域

金融機関においては、自ら気候変動対策に取り組むだけでなく、取引先へのエンゲージメントを通じて地域の

脱炭素化を推進していくことが求められる。 

しかし、大手企業と比較すると中小企業における意識醸成・対応は限定的であること、また推進する地域

金融機関も専門人材や知識・ノウハウが不足していることなどにより、移行計画やそれに伴う戦略的な取組

を十分に検討できている地域金融機関は限られている。 

こうした背景を踏まえ、地域金融機関における、地域社会全体の脱炭素化及び有価証券報告書での法

 
1 金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関する ワーキング・グループ 報告 2026 年１月 8 日」

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20260108/01.pdf を参照 
2 金融庁「地域金融力強化プランについて」https://www.fsa.go.jp/news/r7/20251219/20251219.html 

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20260108/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/20251219/20251219.html
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定開示や統合報告書などでの任意開示の促進に向けて、移行計画の策定を支援することを目的に、「令和

７年度脱炭素社会実現に向けた移行計画策定支援実践プログラム（地域金融機関向け）」（以下、

「本プログラム」という。）を実施した。本プログラムでは、ファイナンスド・エミッションの算定・分析などによる優

先セクターの選定、金融機関全体の移行計画の検討・開示案の作成などに係る支援を行った。公募を経て

2025 年 7 月に支援対象機関３機関（福岡銀行、北洋銀行、横浜フィナンシャルグループ 3）を選定し、

支援対象機関との個別の支援面談の他、合同プログラムとしての中間報告会、成果報告会を行った。 

 本ガイダンスは、上述プログラムの結果を踏まえて作成されたものである。 

 

移行計画の検討意義 

上述の通り、移行計画を策定することで、気候変動に対する現在の取組状況を体系的に整理でき、脱

炭素社会実現に向けたあるべき姿と現状とのギャップや、必要となる対応を明確にできることから、地域金融

機関における移行計画の策定・開示の重要性は高まっている。またその内容は、投資家との対話や社内に

おける取組浸透の議論に活用できる。 

移行計画は、段階的な見直しと改善を重ねることで内容を充実させていくものであり、まず策定に着手す

ること自体が、将来的により実効性のある移行計画へ発展させるための基盤となる。また、移行計画は事業

戦略と整合性をとりながら検討する必要があり、その検討プロセス自体が実効的・統合的な事業戦略の立

案に繋がる可能性がある。多くの社内関係者と議論・検討を行っていくことから、自社の強み・課題の解像度

を高め、今後の事業の方向性を整理することにも繋がり得る。 

さらに、地域金融機関は地域に根差す金融機関として、地域の脱炭素化を先導する役割を担うことが期

待されている。地域金融機関は地域企業のみならず、地域行政、地域社会などと密接に結びついた事業を

展開しており、自社の中長期的な発展や企業価値向上の観点からも、地域の脱炭素化を先導していくこと

が必要である。そのため、自治体のネットゼロに向けたロードマップに沿った地域の脱炭素化の推進や、トラン

ジションに伴う地域経済への影響なども勘案した移行計画を策定することが望ましいと考えられる。そのため、

移行計画の策定に際しては、自治体を含む地域のステークホルダーとの連携の検討が求められ、こうした協

 
3
 選定当時はコンコルディア・フィナンシャルグループであり、本プログラム中の 2025 年 10 月１日に横浜フィナンシャルグループ

へ社名変更 
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働を通じて地域の脱炭素化をさらに推し進めることができると考えられる。 

サステナビリティ関連の情報開示が進むにつれて、開示自体が目的化し、気候変動対応と事業戦略との

つながりが希薄となりやすいという懸念もある。こうした懸念に対しても、移行計画を策定することで、企業が

脱炭素社会への移行と価値創造をどのように両立させるかを明確に示すことができ、投資家などの意思決定

に有用な情報を示すことが可能となる。 

 

本ガイダンスの概要と主なスコープ 

移行計画の策定においては、TPT 開示フレームワークで検討プロセスが示されているものの、同フレームワ

ークは全セクターに特化したものであり、地域金融機関に共通のフレームワークや方法論は存在しない。各金

融機関の現状の経営方針・事業戦略や TCFD 開示の内容、ポートフォリオ構成などに大きく依存する他、

エンゲージメントにおいては、地域の産業構造、営業体制・リソースなどを考慮しながら移行計画を策定する

ことが望ましい。 

本ガイダンスは、本プログラムの実施内容に基づき、ファイナンスド・エミッション算定・分析を通じた優先セク

ターの決定から移行計画の開示案の検討に至るまでの、各種検討事項・方法論について解説するものであ

る。地域金融機関がこれらのプロセスを一貫して理解できるよう整理するとともに、これから移行計画の策定

に取り組む地域金融機関にとって有益と考えられるヒントを提示し、移行計画の策定・開示を促進することを

目的としている。 

 

本ガイダンスの構成 

第１章では、ファイナンスド・エミッションの算定手法をまとめるとともに、ファイナンスド・エミッションの算定結

果をベースにした、優先セクターの決定方法に関して説明する。 

第２章では、移行計画とは何かについて説明をしたうえで、移行計画の検討について、企業の現状の把

握から、TPT 開示フレームワークの５つの開示要素（基礎、実行戦略、エンゲージメント戦略、指標と目標、

ガバナンス）それぞれの観点での本プログラムにおける検討内容および開示事例を説明する。併せて移行計

画の策定後に実施すべき事項についても説明する。 
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第３章では、「地域金融機関における 移行計画策定・エンゲージメント実践ガイダンス 令和 6 年度移

行戦略策定・エンゲージメント実践プログラム（金融機関向け）」4 をもとに、エンゲージメントの実施にあたり

参考となる事項をまとめている。 

第 4 章では、第１～3 章の内容を踏まえて、地域金融機関における移行計画に関連した課題や今後の

展開について述べている。 

また、本ガイダンスの事例集では、本プログラム支援対象機関である、福岡銀行、北洋銀行、横浜フィナン

シャルグループについて、各金融機関の基本情報、本プログラムへの参加理由、本プログラム期間中の実施

事項（移行計画の検討内容、移行計画の開示案）、移行計画の検討で得られた知見・課題・今後の展

開などを記載する。  

図表０ー１ プログラムの実施事項とガイダンスの章 

 

 
4 環境省「地域金融機関における 移行計画策定・エンゲージメント実践ガイダンス 令和 6 年度移行戦略策定・エンゲージ

メント実践プログラム（金融機関向け）」https://www.env.go.jp/content/000302471.pdf 

https://www.env.go.jp/content/000302471.pdf
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１．ファイナンスド・エミッション算定・分析を通じた優先セクターの決定 

地域金融機関による移行計画の検討・開示や脱炭素に向けた投融資先へのエンゲージメントの実践にあ

たっては、各取組の優先順位を付けるために、まず地域金融機関として、自らのポートフォリオにおける GHG 

排出量の関係（例：どのセクターの排出量が多いのか）について、ファイナンスド・エミッションの算定・分析を

通じて明らかにしていくことが有効となる。ファイナンスド・エミッションを算定・分析することで、気候変動が投融

資先企業のリスクと機会を通じてどのように地域金融機関のリスクと機会に影響するか、また、そうした影響に

対応するために地域金融機関としてどのような取組を推進すべきかが明らかとなり、移行計画の検討に繋げ

ることが可能となる。 

ファイナンスド・エミッションを算定・分析した後は、その結果をベースにした優先セクターの決定を行う。これに

より、地域金融機関として対応の優先順位が高いと考えられるセクターに対して、戦略、目標設定、アクショ

ンプランの策定を優先的に実施することが可能となり、ファイナンスド・エミッションの削減をより効率的に進める

ことができる。 

本章では、ファイナンスド・エミッションの算定・分析方法をまとめるとともに、その結果を通じた、優先セクター

の決定方法に関して説明する。 

投融資先の GHG 排出量であるファイナンスド・エミッションは、投融資先の資金調達総額に占める自社の

投融資額の割合に、投融資先の GHG 排出量を掛け合わせることで算定される。ファイナンスド・エミッション

は GHG プロトコルによる分類では、Scope３（Scope１、Scope２以外の間接排出（事業活動に関連

する他社の排出））のカテゴリ 15 に分類される。以下に Scope３カテゴリの全体像を示す。 

 

図表 1ー１ Scope３の分類 
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ファイナンスド・エミッション算定の代表的な手法の１つとして、グローバルで多くの金融機関が参加する

Partnership for Carbon Accounting Financials（PCAF）による PCAF スタンダードが挙げられる。 

2021 年 10 月に TCFD より公表された、「気候関連財務情報開示タスクフォースの提言の実施」5 にお

ける「D.金融セクターのための補足ガイダンス」では、指標と目標 b)に「銀行は、データや方法論が利用可能

な場合には、貸出業務やその他の金融仲介業務に関する GHG 排出量を開示すべきである。これらの排出

量は、PCAF が策定した「金融業界のためのグローバル GHG 排出量のアカウンティングと報告基準(PCAF

スタンダード)」または同等の方法に従って算定すべきである。」と記載している。また国際サステナビリティ基準

審議会(以下 ISSB)は、ファイナンスド・エミッションの算定アプローチとして、特定の方法論を指定していない

が、その一例として PCAF スタンダードに言及している 6。こうした動向を受け、投融資ポートフォリオの脱炭素

化に向けた取組を進めるためのファイナンスド・エミッションの算定手法として、多くの金融機関が PCAF スタン

ダードを参照しているため、次ページ以降では、PCAF スタンダードの手法を解説する。 

 

１.１ ファイナンスド・エミッションとは・算定の流れ 

１.１.１ 算定手法の理解 

PCAF とは 

 

PCAF は、金融業界のパリ協定との整合性を促進することをミッションとし、PCAF 加盟機関は、投融資ポ

ートフォリオの GHG 排出量を算定、開示するための基準を共同で開発している 7。 

 
5 気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）「気候関連財務情報開示タスクフォースの提言の実施」https://tcfd-

consortium.jp/pdf/about/2021_TCFD_Implementing_Guidance_2110_jp.pdf 
6 IFRS「IFRS S2 号 気候関連開示」https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-

navigator/sustainability-pdf-

collection/?language=%2Fcontent%2Fcq%3Atags%2Fifrs%2Flocalisation%2Flanguage%2Fjapanese

&issue-type=%2Fcontent%2Fcq%3Atags%2Fifrs%2Fproduction%2Fissue-

type%2Fissued&year=2023&layer=%2Fcontent%2Fcq%3Atags%2Fifrs%2Fproduction%2Fstandard

-layer%2Fbase 
7 The Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)「PCAF」

https://www.carbonaccountingfinancials.com/en/ 

https://tcfd-consortium.jp/pdf/about/2021_TCFD_Implementing_Guidance_2110_jp.pdf
https://tcfd-consortium.jp/pdf/about/2021_TCFD_Implementing_Guidance_2110_jp.pdf
https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/sustainability-pdf-collection/?language=%2Fcontent%2Fcq%3Atags%2Fifrs%2Flocalisation%2Flanguage%2Fjapanese&issue-type=%2Fcontent%2Fcq%3Atags%2Fifrs%2Fproduction%2Fissue-type%2Fissued&year=2023&layer=%2Fcontent%2Fcq%3Atags%2Fifrs%2Fproduction%2Fstandard-layer%2Fbase
https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/sustainability-pdf-collection/?language=%2Fcontent%2Fcq%3Atags%2Fifrs%2Flocalisation%2Flanguage%2Fjapanese&issue-type=%2Fcontent%2Fcq%3Atags%2Fifrs%2Fproduction%2Fissue-type%2Fissued&year=2023&layer=%2Fcontent%2Fcq%3Atags%2Fifrs%2Fproduction%2Fstandard-layer%2Fbase
https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/sustainability-pdf-collection/?language=%2Fcontent%2Fcq%3Atags%2Fifrs%2Flocalisation%2Flanguage%2Fjapanese&issue-type=%2Fcontent%2Fcq%3Atags%2Fifrs%2Fproduction%2Fissue-type%2Fissued&year=2023&layer=%2Fcontent%2Fcq%3Atags%2Fifrs%2Fproduction%2Fstandard-layer%2Fbase
https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/sustainability-pdf-collection/?language=%2Fcontent%2Fcq%3Atags%2Fifrs%2Flocalisation%2Flanguage%2Fjapanese&issue-type=%2Fcontent%2Fcq%3Atags%2Fifrs%2Fproduction%2Fissue-type%2Fissued&year=2023&layer=%2Fcontent%2Fcq%3Atags%2Fifrs%2Fproduction%2Fstandard-layer%2Fbase
https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/sustainability-pdf-collection/?language=%2Fcontent%2Fcq%3Atags%2Fifrs%2Flocalisation%2Flanguage%2Fjapanese&issue-type=%2Fcontent%2Fcq%3Atags%2Fifrs%2Fproduction%2Fissue-type%2Fissued&year=2023&layer=%2Fcontent%2Fcq%3Atags%2Fifrs%2Fproduction%2Fstandard-layer%2Fbase
https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/sustainability-pdf-collection/?language=%2Fcontent%2Fcq%3Atags%2Fifrs%2Flocalisation%2Flanguage%2Fjapanese&issue-type=%2Fcontent%2Fcq%3Atags%2Fifrs%2Fproduction%2Fissue-type%2Fissued&year=2023&layer=%2Fcontent%2Fcq%3Atags%2Fifrs%2Fproduction%2Fstandard-layer%2Fbase
https://www.carbonaccountingfinancials.com/en/
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図表１－２ PCAF の概要 8 

 

PCAF スタンダードの概要 

 

PCAF スタンダードでは、主に金融機関の投融資ポートフォリオの GHG 排出量であるファイナンスド・エミッ

ションの算定を対象としている。 

また、PCAF スタンダードは GHG プロトコルによるレビューを受けており、同プロトコルにおける Scope３のカ

テゴリ 15 で規定される要件に準拠している。 

PCAF スタンダードは Part A、B、C の３種類存在している。Part A における算定対象資産クラスについ

ては、従来、上場株式・社債、事業ローン・非上場株式、プロジェクトファイナンス、商業用不動産、住宅ロー

ン、自動車ローン及びソブリン債が対象とされていた。これに加え、2025 年 12 月に公表された第３版にお

 

8 Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)「Signatories taking action」 

https://carbonaccountingfinancials.com/en/signatories#overview-span-of-financial-institutions-span

（閲覧日：2026 年１月 27 日）を基に環境省作成 

https://carbonaccountingfinancials.com/en/signatories#overview-span-of-financial-institutions-span
https://carbonaccountingfinancials.com/en/signatories#overview-span-of-financial-institutions-span
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いて、資金使途特定型、証券化商品及び仕組商品、並びに準ソブリン債に係るファイナンスド・エミッション算

定手法が新たに追加され、計 10 種類となった。また、未実行のローン・コミットメントに係る算定手法が新た

に導入された他、補足ガイダンスとして、削減貢献量及びフォワード・ルッキングな指標に関するガイダンスが公

表された。PCAF スタンダード Part C も 2025 年 12 月に第２版が公表され、プロジェクトに係る保険と特

約再保険を対象とする２種類の新たな算定手法が追加された。 

なお、本プログラムにおいては、地域金融機関における、個人向け貸出を除く、事業ローン（貸出金）を

対象に、PCAF スタンダード Part A「事業ローン・非上場株式」を参照のうえ分析を進めた（詳細は第１章

１節２項参照）。 

 

図表１－３ PCAF ガイダンスの概要 9 

 
  

 
9 The Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)「PCAF」

https://www.carbonaccountingfinancials.com/en/（閲覧日：2026 年 1 月 27 日）を基に環境省作成 

https://www.carbonaccountingfinancials.com/en/
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事業ローン・非上場株式におけるファイナンスド・エミッションの算定 

 

ファイナンスド・エミッションは、投融資先の資金調達総額に占める自社の投融資額の割合（アトリビューシ

ョン・ファクター10）に投融資先の GHG 排出量を掛け合わせることで計算される。ファイナンスド・エミッションの

算定式は以下の通り。式中の i は各投融資先を示す。 

 

ファイナンスド・エミッション = ∑アトリビューション・ファクター𝑖 ×排出量𝑖

𝑖

 

アトリビューション・ファクター𝑖 =
投融資額𝑖

資金調達総額𝑖

 

 

例えば、金融機関による融資額が、ある投融資先の資金調達総額（負債＋自己資本）の 10%にあ

たる場合（即ち、アトリビューション・ファクターが 10％）、当該投融資先の GHG 排出量の 10%が、その金

融機関のポートフォリオに帰属する GHG 排出量として計上される。なお、上記は本プログラムで対象とする事

業ローンに係る一例であり、対象とする資産クラスや分析セクターなどによって算定方法は異なること、本プロ

グラムでは企業の総排出量を Scope１、Scope２の合計値として取り扱っている点、留意が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10  アトリビューション・ファクターの分母、分子に利用される財務データについては、コラム「分析データの収集に関する課題」

（P28 参照）の財務データの定義付けに記載している。 



13 

図表１－４ ファイナンスド・エミッション算定の概念 

 

PCAF スタンダードにおいて金融機関は、10 種類の資産クラスの全てについて投融資先の GHG 排出量

を開示するよう求められている。ただし、利用可能なデータに制約があるなどの理由で開示ができない場合に

は、その理由を説明しなければならないとしている。 

GHG 排出量の算定では、算定期間の会計年度の末日など、投融資ポートフォリオの残高を測定する基

準日を選択し、アトリビューション・ファクターを計算する。ファイナンスド・エミッションの算定期間は、財務会計

期間と整合させる。ただし、開示時期の相違により、投融資先の GHG 排出量データにタイムラグがある場合、

異なる年のデータを利用することは許容される。 

PCAF に加盟している金融機関は、投融資先の Scope１及び Scope２の GHG 排出量の合計を開示

しなければならない。金融機関の事業目標に資する場合は、Scope１、Scope2 を別々に開示することが

望ましい。また、金融機関が炭素強度 11に基づき GHG 排出量目標を設定している場合には、炭素強度の

開示も推奨している。 

また、自動車やガスなど、投融資先企業の提供する商品・サービスのエンドユーザーが当該製品・サービス

を実際に使用する段階における GHG 排出量に重要性がある場合、金融機関は投融資先企業の Scope

３の GHG 排出量まで含めて算定することが求められる場合がある。このような場合には、Scope１及び

 
11 炭素強度（排出係数）は企業の炭素効率を示す指標であり、売上高 100 万円あたりの炭素強度である経済的炭素 

強度と、発電量（メガワット）などの活動量あたりの炭素強度である物理的炭素強度が挙げられる。 
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Scope２を基礎として算定した GHG 排出量とは区別し、Scope３排出量を別途開示しなければならない

ものとしている。 

なお、2025 年３月にサステナビリティ基準委員会が公表した SSBJ 基準では、PCAF スタンダードとは異

なりファイナンスド・エミッションに関して Scope１、２及び Scope３に係る当該報告期間に排出した GHG

の絶対総量を開示することが求められている。また、資産クラスに関しても PCAF スタンダードとは相違がある。

PCAF スタンダードでは 10 種類の資産クラスが対象であるのに対し、SSBJ 基準では報告企業が商業銀行

に関する活動を行う場合、融資、プロジェクトファイナンス、債券、株式投資、未実行のローン・コミットメントの

計 5 種類 12 が開示の対象である 13 。 

 
12 SSBJ 基準に定められた資産クラス以外についてもファイナンスド・エミッションを算定し開示する場合には、当該追加の資産

クラスを含めることが主要な利用者の意思決定に関連性がある情報を提供することとなる理由について説明する必要がある。 
13 サステナビリティ開示テーマ別基準第 2 号「気候関連開示基準」20250305_03.pdf 

https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/20250305_03.pdf
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図表１－５ 資産クラス別の投融資先の GHG 排出量の計算方法 14 

 
注：EVIC（Enterprise Value Including Cash）は、会計年度末時点における、普通株式と優先株式の時価総額、有利子負債（社

債+借入金）と非支配株主持分の簿価の合計（現金または現金同等物を控除しない）。 

 

開示情報から GHG 排出量、エネルギー利用量などのデータが取得可能な投融資先については、事業実

態を反映した GHG 排出量の算定（以下、「ボトムアップ分析」という。）を実施し、GHG 排出量データが

取得できない投融資先に対してはセクターの平均的な炭素強度を利用した GHG 排出量の推計（以下、

「トップダウン分析」という。）を実施する。以下にボトムアップ分析とトップダウン分析の概要及びメリット・デメリ

ットを示す。 

 

 
14 The Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)「PCAF」

https://www.carbonaccountingfinancials.com/en/（閲覧日：2026 年 1 月 27 日）を基に環境省作成 

https://www.carbonaccountingfinancials.com/en
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図表１－６ ボトムアップ分析とトップダウン分析の概要及びメリット・デメリット 

 
 

GHG 排出量データの質（データ・クオリティ・スコア） 

 

PCAF スタンダードでは、ファイナンスド・エミッションの算定に際し、金融機関に利用可能な中で最も質の高

いデータを利用することを要求している。投融資先の GHG 排出量データの質については、利用可能なデータ

の内容をもとに以下の「図表１－７データ・クオリティ・スコア」で示す、５段階のスコアが付与されている。 
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図表１－７ データ・クオリティ・スコア 

 
 

上記のデータ・クオリティ・スコア表では、スコア１が最もデータの質が高く、スコア 5 が最も低い。スコア１～

３が、各社の開示情報（排出量、エネルギー利用量など）から得られる事業実態を反映した排出量をもと

に投融資ポートフォリオの排出量を算定する方法で、これはボトムアップ分析に該当する。また、スコア 4，5

がセクターの平均的な炭素強度を利用した排出量の推計値を用いる方法で、これはトップダウン分析に該当

する。 

金融機関は、資産クラス、セクターごとに、利用したデータのデータ・クオリティ・スコアを投融資額で加重平

均した値（加重平均データ・クオリティ・スコア）を開示しなければならない。なお、金融機関が Scope

１,Scope２排出量の他に Scope３排出量について開示している場合には、加重平均データ・クオリティ・ス

コアについても、Scope１、２と Scope３を分けて開示しなければならないとされている。 

 

１.１.２ 分析対象資産クラスの決定/算定対象セクターの決定 

算定手法の理解に続き、分析対象資産クラスの決定について検討する。 

PCAF スタンダードでは、データの利用可能性などに鑑みて可能な場合には、前述の 10 種類の資産クラ

スの全ての開示が求められている。一方、本プログラムでは、地域金融機関における投融資先企業の脱炭
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素化を促進する観点から、個人向け貸出を除く、事業ローン（貸出金）を対象として分析を実施した。 

また、分析対象資産クラスの決定後、算定対象とするセクターについて検討する。投融資ポートフォリオ全

体の排出量を把握する観点として、全セクターを対象として算定を行うことが望まれる。 他方、セクター別の

脱炭素化に向けた取組の促進などを念頭に置いた対話（エンゲージメント）の実践やセクター別の排出削

減目標の設定を検討する場合には、個別のセクターを分析することが考えられる。その際には、算定対象セク

ターにおける主要取引先の排出量や当該取引先との取引関係、物理的原単位などの指標を活用した詳細

な分析を実施することが考えられる。 

 

１.１.３ 分析データの収集 

分析対象資産クラス、算定対象セクターを決定した後は、分析データの収集を実施する。本プログラムで

は、各支援対象機関が投融資先の財務データ、GHG 排出量データを収集した。 

分析データの収集では、投融資先の GHG 排出量データの収集が大きなハードルとなる。投融資先が自

社の GHG 排出量を算定していない場合は、GHG 排出量算定の支援を含めて対応を検討する必要があ

る。算定していても開示をしていない投融資先には、対話（エンゲージメント）を通じた情報収集を進める必

要がある。 

分析データの収集方法には、投融資先の開示データなどから収集する方法と、情報ベンダーのサービスを

利用する方法がある。開示データなどからの個別の収集は、投融資先の開示情報を調査する過程で得られ

る情報が多い一方で、データ収集に係る労力が大きいことが課題となる。なお、GHG を一定量排出する事

業者については、関連法令に基づき義務報告を行ったデータが環境省の「省エネ法・温対法・フロン法電子

報告システム」に格納されており、取引先の排出量把握に活用可能である（コラム参照）。情報ベンダーの

サービスの利用に関しては、安定的かつ網羅的にデータが得られる一方で、推計値が含まれているケースでは

投融資先の実態を表しているとは限らないこと、サービス利用のコストが発生することなどが課題となる。  
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コラム 

 
～排出量データソース  「グリーン・バリューチェーンプラットフォーム」「EEGS」～ 

 

 

 

 

環境省、経済産業省によるグリーン・バリューチェーンプラットフォームは、企業の脱炭素経営に向けた取組を

支援するために温室効果ガス排出に関し、①知る・②測る・③減らすの各ステップにおける取組方法や各種事

例紹介、ガイドをまとめた「脱炭素経営」の総合情報プラットフォームである。 

ファイナンスド・エミッションの算定においては、グリーン・バリューチェーンプラットフォームで公表されている、排出

原単位データベースの売上高あたりの排出原単位データを、排出量実績を開示していない企業の排出量推計

に使用することが可能である。 

 

グリーン・バリューチェーンプラットフォーム 排出原単位データベースのエクセル “５産連表 DB ” 

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/estimate_05.html 

 上記の産連表 DB では、国内経済における一定期間の財・サービスの産業間取引を統計表としてまとめた、

産業連関表をもとに、物量ベース、金額ベースの排出原単位を示している。物量ベースの排出原単位は公表

しているセクターが限られるとともに、排出量の推計には、例えば鉄鋼の生産量などのデータが必要となる。一

方、金額ベースの排出原単位は企業の売上高１万円あたりどの程度排出するかという指標であり、取引先の

財務データを収集している金融機関にとって利用のハードルは高くない。なお、金額ベースの排出原単位には、

生産者価格ベース、消費者価格ベースの２種類があるが、企業の売上高に掛け合わせるために、基本的には

生産者価格ベースの値を使用し、対消費者ビジネスなど生産者価格ベースの値が公表されていないセクターで

は、消費者価格ベースの排出原単位を使用する。 

 

 

 

 

 

排出量算定データの収集に際しては、特に GHG 排出量データの収集が課題となる。そのため本

コラムでは、報告情報、開示情報などをもとに GHG 排出量の情報を提供している情報源につい

て取り上げる。 

 

 

 

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/estimate_05.html
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コラム 

 

次に、環境省の省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム「EEGS（Energy Efficiency and 

Global Warming Countermeasures online reporting System）」（イーグス）について紹介する。

EEGS は、省エネ法・温対法・フロン法の同時報告、及び、GHG 排出に関する情報の統合管理を可能とする

システムである。 

EEGS では、GHG を一定量以上排出する事業者が関連法令に基づき義務として報告したデータが格納さ

れている。取引先の排出量データの収集ニーズが高まりつつある中で、EEGS が取引先の排出量把握に有用

なデータベースとして活用されることが期待される。 

 

省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム（EEGS） 

https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/system.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/system.html
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１.２ ファイナンスド・エミッションの算定 

１.２.１ 業種の紐づけ 

ファイナンスド・エミッションの算定を行う前に、金融機関の業種コード及び業種別排出係数の紐づけが必

要である。「ポートフォリオ・カーボン分析を起点とした金融機関向け移行戦略策定ガイダンス」15 の別添・

Appendix４にて、日本標準産業分類、日銀業種分類、産業連関表、GICS、TCFD18 分類における紐

づけの一覧表を掲載している。 

１.２.２ データの準備 

事業ローンのファイナンスド・エミッションの算定を実施するには、以下データの取得・準備が必要である。 

図表１－８ ファイナンスド・エミッションの算定に係るデータの準備

 

 
15 環境省「「ポートフォリオ・カーボン分析を起点とした金融機関向け移行戦略策定ガイダンス」の公表について」

https://www.env.go.jp/press/press_02982.html 

https://www.env.go.jp/press/press_02982.html
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１.２.３ 計算手順 

分析データの収集後は、ファイナンスド・エミッションの算定を実施する。トップダウン分析に用いる排出量の

推計では、企業の売上高などから排出量を算定するため、企業の実際の排出量と乖離した値となり得る。ま

た、排出量の算定後に脱炭素化に向けたエンゲージメントを進めるためには、実際の排出量の把握が必要と

なる。そのため、排出量の算定に際して、ボトムアップ分析の対象となる企業の拡大が望まれる。しかしながら、

中小企業などにおいては自社の排出量の算定が進んでいないケースも多く、よって投融資ポートフォリオ全体

のファイナンスド・エミッションの算定においては、ボトムアップ分析とトップダウン分析を併用する必要がある。 

トップダウン分析では、業界平均の排出係数を用いるため、GHG 排出量を開示できていない企業を対象

に含めて GHG 排出量を推計できる。一方で、PCAF スタンダードにおけるデータ・クオリティ・スコアの評価が低

いことに加えて、業界平均を利用していることから企業の GHG 排出量の実態との乖離が大きい場合がある。 

また、PCAFは地域、国、資産クラス、セクター毎の排出係数を公開しているが、提供する炭素強度のデー

タの利用に際しては、炭素強度がドル建て、ユーロ建ての売上高当たりの排出量で提示されるために、外貨

建ての売上高を円建てに変換する際の為替レートの影響が炭素強度や排出量算定に及ぼす影響について

検討する必要がある。この論点に関しては、算定期間の会計年度の末日ではなく炭素強度の基準時点の

値を使用することにより、為替レートの大幅な変動の影響を排除できる。なお、今後、炭素強度の基準時点

の変更があった際には、為替レートの影響に関する注記などが必要になると想定される。 

 

ボトムアップ分析、トップダウン分析によるファイナンスド・エミッションの計算手順 

 

ボトムアップ分析では、アトリビューション・ファクターに、投融資先の GHG 排出量の値を掛け合わせることに

より、ファイナンスド・エミッションを算定する。トップダウン分析では、投融資先の排出量を推計する必要がある

ため、排出量推計の手順が追加される。一方、それ以外の手順についてはボトムアップ分析と同様である。ボ

トムアップ分析およびトップダウン分析によるファイナンスド・エミッションの計算手順は、以下の通り。 

 



23 

図表１－９ ボトムアップ分析の計算手順 

 

 

図表１－10 トップダウン分析の計算手順 
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TCFD より公表された金融機関向け補助ガイダンスで示されている炭素強度の算出式を以下にて示す。 

 

炭素強度 =  

∑ (
投資の時価評価額𝑖

発行者の時価評価額𝑖
×発行者の𝑆𝑐𝑜𝑝𝑒1,2 排出量

𝑖
)𝑛

𝑖

∑ (
投資の時価評価額𝑖

発行者の時価評価額𝑖
×発行者の収益𝑖)

𝑛
𝑖

 

 

１.２.４ 算定の事例 

ファイナンスド・エミッションの算定式は、第１章２節３項で示した通りだが、本章では具体的な事例及び

数値を用いて計算を行う。ある銀行が A 社と B 社の２社に融資をしている場合のファイナンスド・エミッション

算定方法を解説する。第１章２節３項で示した「図表１－８ファイナンスド・エミッションの算定に係るデータ

の準備」は、以下「図表１－11 ファイナンスド・エミッションの算定事例（１/２）」の番号と対応している。な

お、アトリビューション・ファクターを算定する際、株主資本がマイナスの場合は、株主資本をゼロとして算定する

ことが PCAF より推奨されている。 

A 社は上場企業で、排出量を算定・公表しているため、HP より排出量を取得した。B 社は非上場企業

で、排出量を算定・公表しておらず、業種別の排出係数を用いて排出量を推計していると仮定する。 

 

図表１－11 ファイナンスド・エミッションの算定事例 (１/２) 
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図表１－12 ファイナンスド・エミッションの算定事例 (２/２) 

 

取引先各社の排出量は、⑯の計算より、A社：12,000(t-CO2)、B社：500(t-CO2)と求めることがで

きる。⑯は以下ファイナンスド・エミッションの算定式の 1 取引先あたりの「アトリビューション・ファクター×排出量」

を計算している。これら取引先各社の排出量を合計することで、12,500(t-CO2)が算出され、これが金融

機関におけるファイナンスド・エミッションとなる。 

 

ファイナンスド・エミッション = ∑アトリビューション・ファクター𝑖 ×排出量𝑖

𝑖

 

アトリビューション・ファクター𝑖 =
投融資額𝑖

資金調達総額𝑖

 

また、取引先各社の炭素強度は、⑰の計算より、A 社：0.60(t-CO2/百万円)、B 社：0.50(t-CO2/

百万円)と求めることができる。この金融機関のポートフォリオ全体の炭素強度は、0.60(t-CO2/百万円)と

算出される。 
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炭素強度 =  

∑ (
投資の時価評価額𝑖

発行者の時価評価額𝑖
×発行者の𝑆𝑐𝑜𝑝𝑒1,2 排出量

𝑖
)𝑛

𝑖

∑ (
投資の時価評価額𝑖

発行者の時価評価額𝑖
×発行者の収益𝑖)

𝑛
𝑖

 

 

１.３ 優先セクターの決定に向けた分析 

脱炭素化の観点から金融機関における優先セクターを判断するにあたり、地域特性やエンゲージメントが

進めやすい取引先などを加味するため、図表１－13 に記載の通り、①算出したファイナンスド・エミッションの

観点に加え、②～⑤にあるような他の要素を組み合わせたうえで、優先セクターの選定を実施することが望ま

しい（なお、②～⑤の 4 つの観点については、優先セクター決定に向けた観点を整理したものであり、順番に

優劣はない）。 

そこで、本プログラムでは、以下に示す５つの観点を基に、各支援対象機関が重要と考える観点を複数

組み合わせ、ヒートマップを作成して分析することで優先セクターを選定した（各支援機関が優先セクター選

定時に重要と考えた観点及び選定した優先セクターについては、事例集参照）。 

 

図表１－13 優先セクター決定に向けた分析の観点 

 

 

１.３.１ ファイナンスド・エミッション算定（ボトムアップ分析を含む） 

１つ目の観点は、ファイナンスド・エミッション算定結果である。トップダウン分析でファイナンスド・エミッション
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算定を行いつつ、取引先の開示情報（GHG 排出量・エネルギー利用量）から得られる事業実態を反映し

たボトムアップ数値も反映する。GHG 排出量を算定、もしくは、算定予定の企業が多いセクターでは、より具

体的な移行計画を検討できる可能性がある。 

ボトムアップ分析の概要については、トップダウン分析の概要とともに図表１－６において既に示しているが、

下記に再掲する。ボトムアップ分析は、排出量データの取得や蓄積に時間・コスト・労力がかかるものの、個

社の実数を把握できる他、データ・クオリティ・スコアの向上に寄与する、個社とのエンゲージメントに繋げやすい、

といったメリットがある。 

 

図表１－14 ボトムアップ分析とトップダウン分析の概要及びメリット・デメリット 
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ファイナンスド・エミッションの算定には投融資先の財務データや GHG 排出量データが必要であ

る。本コラムでは、データ収集における主な課題を紹介する。 

～分析データの収集に関する課題～ 
 

 

 分析データの収集に係る課題は、①データの収集方法、②財務データの定義付け、③GHG 排出量データ

の Scope 等の収集範囲と粒度、④活動量データの収集、⑤連結・単体データの扱いの主に 5 つが挙げられ

る。 

 

 コラム 
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～連結・単体の扱い～ 
 

  

「親会社、子会社双方に融資があるケース」と「親会社又は子会社のみに融資があるケース」で場合分けを

した計算方法は、以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本コラムでは、「コラム：分析データの収集に関する課題」で紹介し、金融機関の算定実務におい

ても直面する課題である、連結・単体データの計算について紹介する。 

 

 コラム 
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１.３.２ エリア別ファイナンスド・エミッションの規模 

２つ目の観点は、エリア別ファイナンスド・エミッションの規模である。ファイナンスド・エミッションの値が高い産

業の集積エリアや営業店を可視化することが重要であり、高炭素集約型セクター（電力、石油・ガス、運輸

など）に該当するような産業の集積地を抱える営業店が確認できれば、本部による積極的な支援に繋げる

ことができる他、自治体やサプライチェーンとの連携を検討する際にも有効となる。優先的に対応すべき、エリ

ア・営業店が明確化されることで、金融機関全体のエンゲージメント戦略の策定にも有効となる。 

 

１.３.３ 取引先との関係性 

３つ目の観点は、取引先との関係性（取引先と営業店の親密度やメイン・準メイン先かどうか）である。

取引先との関係性の考慮は、より実効的な移行計画を検討する上で重要な観点となるため、関係性を踏ま

えた働きかけやすさの視点から分析を実施する。例えば、メイン・準メイン先の比率が高いセクターや、取引先

数は多くないものの特定のセクターに属するメイン先企業がファイナンスド・エミッション（もしくは融資ポートフォ

リオ）において高い割合を占めている場合、優先セクターの決定において重要な観点となる。 

なお、分析にあたっての留意点として、メイン・準メインの基準を明確にする必要がある他、対象を非上場

企業に限定した場合、ある特定のセクターの排出量の大半は上場企業が占めている可能性もあるため、これ

らについては詳細な検討が必要となる。 

 

１.３.４ 既存取組の展開状況 

４つ目の観点は、既存取組の展開状況である。多くの金融機関においては、既に取引先へ脱炭素化支

援（CO2 排出量算定サービス、脱炭素コンサルティング、SDGs 支援、サステナビリティ経営支援など）を実

施していることから、それらの脱炭素化支援の内容を分析に反映する。 

取引先の脱炭素化への取組は、省エネ設備の導入や GHG 低排出の技術の開発への資金提供、あるい

は CO2 排出量の把握から、排出削減目標の策定まで段階に差があるケースが考えられる。自社の既存取

組の展開状況を踏まえ、取引先の脱炭素化への関心が高いセクターを選定することで、詳細な移行計画の

検討に繋げられる可能性が高い。 

他方で、ファイナンスド・エミッションの大きさと脱炭素化支援の取組実績は必ずしも相関するとは限らない
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点は、留意が必要である。 

 

１.３.５ 移行リスクの大きさ 

５つ目の観点は、移行リスクの大きさである。移行リスクが高いセクターは、財務数値に与える影響が大き

いことが予想されるため、移行計画の策定やエンゲージメントに優先的に取り組むセクターを選別する指標に

なる。既に TCFD 開示においてシナリオ分析などを用いて各セクターの移行リスクを評価している場合、その評

価を活用することが可能である。 

 

１.３.６ ヒートマップを活用した優先セクターの検討  

本プログラムでは、上記５つの観点についてヒートマップを作成し、各支援対象機関における優先セクター

の検討に活用した。ヒートマップは、各項目について影響度が大きいセクター順にハイライトしたものである。例

えば、「GHG 排出量の実測値を踏まえたボトムアップ分析」では、ファイナンスド・エミッション（総量）が大き

いセクター順にハイライトした。ヒートマップを作成することで、各セクターにおける取組の優先順位について全体

観を把握することができる。 

一般的に、複数の検討項目においてハイライトされているセクターが金融機関にとって重要なセクターとなる

可能性が高く、セクター決定の際の社内の関係部署や経営層とのディスカッションにおいて有効に活用するこ

とが可能である。図表１－15 はヒートマップ作成の一例であるが、以下の項目以外にも金融機関の個別事

情に応じて、項目を追加して検討することもできる。各支援対象機関が作成したヒートマップについては、事

例集を参照されたい。 
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図表１－15 ヒートマップの作成例 
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２．移行計画の策定 

移行計画の各種ガイダンスは公表されているものの、実際にどのように移行計画を策定していくかは各金

融機関の判断に委ねられている。そのような中で、本プログラムでは移行計画に関する各種ガイダンスを参照

しつつ、地域金融機関において移行計画に含めるべき内容を整理した。そのうえで、現状の取組や今後の取

組を整理するワークを行い、検討結果を踏まえて、移行計画の内容を開示案として取りまとめた。 

 

２.１ 移行計画とは  

本プログラムにおいて策定を行う移行計画の定義について概説する。また、移行計画の策定に関する近年

の動向についてコラムに示す。 

 

【移行計画の定義と位置づけ】 

移行計画については、これまでに国内外の様々な機関からガイダンスが公表されている。国外において公

表されている代表的なガイダンスとしては、TCFDによる「指標、目標、移行計画に関するガイダンス」（2021

年 10 月公表）や Glasgow Financial Alliance for Net Zero（GFANZ）による「金融機関のネット

ゼロ移行計画に関する提言とガイダンス」（2022 年 11 月最終版公表）、TPT による「TPT 開示フレー

ムワーク」（2023 年 10 月最終版公表）などが挙げられる。加えて、日本では、2024 年 4 月に TCFD コ

ンソーシアムが「移行計画ガイドブック」を公表した。 

これらのガイダンスは、移行計画の策定や開示に関する考え方を示すものであるが、近年では、移行計画

はこうした任意のガイダンスにとどまらず、サステナビリティ関連情報の開示基準においても位置付けられている。

具体的には、2023 年 6 月に ISSB が IFRS S1 及び S2（以下、「ISSB 基準」という。）を公表し、これ

を受けて 2025 年 3 月に SSBJ が SSBJ 基準を公表した。ISSB 基準では S2、SSBJ 基準では気候関

連開示基準（以下、「SSBJ 気候基準」という。）において、移行計画の定義や開示に関する言及がなさ

れている。    

各機関のガイダンスや基準において、移行計画の定義に細かな表現の違いはあるものの、その基本的な
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考え方に大きな差異は見られない。そこで、SSBJ 気候基準 16の定義を引用すると、移行計画とは「温室効

果ガス排出の削減などの活動を含む、低炭素経済に向けた移行のための企業の目標、活動又は資源を示

した企業の全体的な戦略の一側面」とされている。 

この定義を金融機関に当てはめて考えると、金融機関は GHG 排出量の大部分をファイナンスド・エミッショ

ンが占めることから、金融機関における移行計画は、主としてファイナンスド・エミッションの削減に向けた取組を

中心に構成されることになる。もっとも、ファイナンスド・エミッションの削減は、金融機関単独の取組によって達

成できるものではない。金融機関が投融資を行う地域企業や関連する自治体など、様々なステークホルダー

における脱炭素の取組が必要である。したがって、金融機関における移行計画とは、自らの事業活動を通じ

て、地域企業や自治体などと連携しながら、地域全体の脱炭素化にどのように貢献していくのかを整理・明

示する計画であると位置づけられる。 

なお、従来の気候関連情報開示では、多くの企業が「気候変動に伴うリスクと機会の評価」及び「それらへ

の対応策」を中心に開示してきた。これに対し、移行計画は、脱炭素社会への移行に伴うリスクと機会を踏ま

えつつ、自社が目指す将来像と、その実現に向けた戦略を通じて、いかに持続的な企業価値の創造を図る

のかを示すものである。すなわち、移行計画は、脱炭素への対応と企業価値の創造をいかに両立させるかを

明確に示すものであり、これまでの開示と比較して、より将来志向かつ戦略的な性格を有すると考えられる。 

本プログラムでは、移行計画の策定に向けた検討を行ったが、その際には前述の複数ある移行計画に関

するガイダンスのうち、TPT による「TPT 開示フレームワーク」を参照した。TPT 開示フレームワークは GFANZ

や TCFD などの既存の開示フレームワークをベースに作成されており、その中での開示推奨項目には金融機

関・投資家などの意見が反映されている。TPT は 2025 年 10 月にその活動を終了しているものの、TPT が

これまでに公表してきたガイダンスは IFRS 財団が引き継ぎ、管理・公表を継続している。IFRS 財団傘下の

ISSB がサステナビリティ開示基準のグローバルスタンダードの策定を担っている点や、日本国内におけるサステ

ナビリティ開示基準である SSBJ 基準が ISSB 基準を基に開発されたという経緯、SSBJ が移行計画策定に

関する独自のガイダンスを公表していない点などを踏まえると、TPT の活動終了後も TPT 開示フレームワーク

を参照した移行計画の策定実務の重要性は引き続き高いと考えられる。 

 
16 サステナビリティ開示テーマ別基準第 2 号「気候関連開示基準」https://www.ssb-j.jp/jp/wp-

content/uploads/sites/6/20250305_03.pdf 

https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/20250305_03.pdf
https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/20250305_03.pdf
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なお、金融機関が移行計画を策定するに当たってこれらのガイダンスを活用するか否かは、あくまで各金融

機関の判断に委ねられている点について留意が必要である。 

 

図表２－１：サステナビリティ開示基準の開発と TPT 開示フレームワークの関係 
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ⅰ）SSBJ 基準の導入 

2023 年 6 月に ISSB 基準が公表されたことを受け、日本国内では、SSBJ が 2024 年 3 月にサス

テナビリティ開示基準の公開草案を公表し、2 度のパブリックコメントを経た後、2025 年 3 月に確定基

準（SSBJ 基準）を公表した。SSBJ 気候基準では、移行計画の開示に言及されており、「戦略」の開

示項目である同基準の第 29 項(3)にて、企業が移行計画を有している場合においては、その内容を開

示することを要求している。SSBJ 基準については、金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあ

り方に関するワーキング・グループ」の議論にて、プライム市場上場企業の中から時価総額の規模に応じ

て段階的に適用を義務化する方針（下図参照）が示された後*1、2026 年 2 月 20 日の企業内容

等の開示に関する内閣府令の改正をもって、プライム市場に上場する時価総額３兆円以上の企業は 

2027 年３月期、３兆円未満１兆円以上の企業は 2028 年３月期から適用を義務化することが決

定されている。*2 

SSBJ 基準の段階適用*1 

 
SSBJ 基準においては、前述の通り、移行計画の策定そのものを要求しているのではなく、企業が移

行計画を有している場合において、その内容を開示することを要求するに留まっている。他方、SSBJ 基

準が最初に適用される見込みである時価総額 3 兆円以上の企業を中心に、既に移行計画の策定及

び任意での開示に取り組む動きが進んでいる。例えば、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、三井住友フィ

ナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループ、三井住友トラストグループや第一生命ホールディングス 

 
  
コラム 

 

 

～移行計画の策定に関する近年の動向～ 
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などの大手金融機関においては、既に移行計画を策定し、統合報告書やサステナビリティレポート、企業

HP などの任意媒体を通じて開示を行っている。今後、SSBJ 基準での開示要求により、有価証券報告

書内で移行計画の内容を開示するにあたって、これらの企業は移行計画の高度化を図っていくことが想

定される。一方で、地域金融機関においては、株式時価総額の規模などを勘案すると、SSBJ 基準の適

用義務化及びそれに伴う移行計画の開示が要求される時期は相対的に先になると考えられるものの、

国内の金融機関における移行計画の策定・開示の動向を背景として、移行計画の策定・開示に向けた

機運は徐々に高まっていくと考えられる。 

 

ⅱ）TNFD によるネイチャーポジティブ実現に向けた自然資本に関する移行計画ガイダンス 

移行計画の策定・開示の機運が高まる中で、気候変動への対応に加え、自然資本への対応について

も、あわせて整理・開示していくことの重要性に関する議論が広がりつつある。2025 年 11 月に自然関

連財務情報開示タスクフォース（TNFD）より公表された「Guidance on Nature in transition 

plans」*4 では、ネイチャーポジティブ実現に向けた自然資本に関する移行計画の策定及びその開示に

関する考え方について言及されている。同ガイダンスは、自然資本に関する企業の取組を体系的に整理

し、開示していくために、前述の TPT 開示フレームワークとの整合性を意識した内容が取り込まれている。   

なお、同ガイダンスはあくまでもネイチャーポジティブを念頭に置いた企業の移行計画策定・開示に用い

られることが想定されるが、一部記載の中で、気候変動に関する移行計画との関係性について言及して

いる。具体的には、気候変動に関する移行計画の実効性を確保するうえで、自然資本に関する取組が

重要な要素であることが示されている。また、将来的には、気候変動に関する移行計画に自然資本の観

点を組み込んでいくアプローチや、気候変動・自然資本を統合した移行計画の策定を目指すといった方

向性が示されている。 

 
  
コラム 
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気候変動に関する移行計画から、気候・自然資本を含む統合的な移行計画への展開*4 

 

 今後、移行計画の策定・開示を行う地域金融機関は、まず SSBJ 気候基準における移行計画の開

示要求への対応として、気候変動対応にフォーカスを当てて対応していくことが重要である。一方、中長

期的には、自然資本への対応も含めた統合的な開示の重要性が高まっていくことが想定される。なお、

自然資本を踏まえた移行計画の検討アプローチについては、本ガイダンス内の Appendix２を参照頂

きたい。 

 

出典） 

*1 金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関する ワーキング・グループ 報告 概要

2026 年１月 8 日」https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20260108/02.pdf 

*2 金融庁「「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府

令の一部を改正する内閣府令」等の公布及びパブリックコメントの結果について」 

https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20260220/20260220.html 

*3 TNFD「Guidance on nature in transition plans」 

https://tnfd.global/wp-content/uploads/2025/11/Guidance-on-nature-in-transition-

plans_DIGITAL- 

*4 上記*3 を基に仮訳、作成 

 
  

コラム 

 

 

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20260108/02.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20260220/20260220.html
https://tnfd.global/wp-content/uploads/2025/11/Guidance-on-nature-in-transition-plans_DIGITAL-1.pdf?v=1762260405
https://tnfd.global/wp-content/uploads/2025/11/Guidance-on-nature-in-transition-plans_DIGITAL-1.pdf?v=1762260405
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２.２ TPT の各種ガイダンス 

上述のとおり TPT はその活動を終了しているが、これまでに TPT が策定した、移行計画に関する開示推

奨事項に関連するガイダンスについては、IFRS 財団に引き継がれ、公表を継続している。TPT より公表され

た３つのガイダンス「Transition Planning Cycle」17「Disclosure Framework（以下、TPT 開示フレ

ームワーク）」18「Explore the Disclosure Recommendations」19 について概要を説明する。 

 

【Transition Planning Cycle】 

TPT が 2024 年４月に公表した「Transition Planning Cycle」は、「移行計画サイクル（”The 

Transition Cycle”）」の基本的な考え方が整理されている。 

移行計画サイクルにおいては、移行計画を定期的に見直し、更新することを見据え、４段階の策定プロセ

スを繰り返し実施する考え方が強調されている。これは、移行計画は柔軟に外部環境の変化に適応すべき

ものであるという考えに基づいている。以下に記載の４段階の策定プロセスの概要のとおり、移行計画を策定

するうえでは、現状の（再）評価を行い、野心的な目標を設定したうえで、ネットゼロに向けた実行計画の

策定を行い、策定した計画を実施するサイクルが推奨されている。 

  

 
17 TPT「Transition Planning Cycle」https://itpn.global/wp-

content/uploads/2024/12/TransitionPlanning-Cycle.pdf 
18 TPT「Disclosure Framework」https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/knowledge-

hub/resources/tpt/disclosure-framework-oct-2023.pdf 
19 TPT「Explore the Disclosure Recommendations」

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/knowledge-hub/resources/tpt/explore-disclosure-recs-apr-

2024.pdf 

https://itpn.global/wp-content/uploads/2024/12/TransitionPlanning-Cycle.pdf
https://itpn.global/wp-content/uploads/2024/12/TransitionPlanning-Cycle.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/knowledge-hub/resources/tpt/disclosure-framework-oct-2023.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/knowledge-hub/resources/tpt/disclosure-framework-oct-2023.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/knowledge-hub/resources/tpt/explore-disclosure-recs-apr-2024.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/knowledge-hub/resources/tpt/explore-disclosure-recs-apr-2024.pdf
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図表２－２：移行計画サイクル 
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図表２－３：移行計画の４段階の策定プロセスの概要 
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【TPT 開示フレームワーク】 

TPT が 2023 年 10 月に公表した「TPT 開示フレームワーク」は、図表２-４が示す通り、3 つの原則

（野心性（Ambition）、行動（Action）、説明責任（Accountability））、5 つの開示要素（基

礎、実行戦略、エンゲージメント戦略、指標と目標、ガバナンス）で構成されており、5 つの開示要素はさらに

19 の開示サブ要素から構成される。 

 

【Explore the Disclosure Recommendations】 

TPT が 2024 年４月に公表した「Explore the Disclosure Recommendations」は、TPT 開示フ

レームワークに挙げられている開示要素がなぜ情報利用者にとって重要なのかを説明することを目的としてい

る。加えて、報告主体が開示を作成する際に考慮すべき追加的な観点を説明しているため、TPT 開示フレ

ームワークをもとに移行計画の開示内容を検討する際に活用することが有用である。 

TPT 開示フレームワークは 19 の開示サブ要素ごとに、開示推奨事項を設定し、詳細なガイダンスを提供

することで、他社との比較可能性の高い移行計画を策定・開示することを促している。また、SSBJ が 2025

年 8 月に公表した「補足文書 「ガイダンス文書 『IFRS S2 号に従った企業の気候関連の移行についての

情報（移行計画に関する情報を含む）の開示』」」 において、IFRS S2 号における開示要求事項と TPT

開示フレームワーク の該当項目がマッピング表で示されている。詳細は Appendix１に記載している。 
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図表２－４ TPT 開示フレームワークの全体像 

（3 つの原則、5 つの開示要素、19 の開示サブ要素） 

【3 つの原則】 

TPT 開示フレームワークでは、企業における移行計画を、戦略的かつバランスの良いアプローチとするため

の枠組みとして、3 つの原則を提示している。 

図表２－５ 3 つの原則の概要 
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【5 つの開示要素】 

TPT 開示フレームワークの 5 つの開示要素及び 19 の開示サブ要素の概要は下記のとおりである。 

図表２－６：5 つの開示要素の概要 
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図表２－７ 19 の開示サブ要素の概要 
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２.３ 移行計画の検討 

本節では、前節で述べた移行計画サイクルの４段階の策定プロセスを踏まえ、本プログラムにおいてどのよ

うに TPT 開示フレームワークに沿って移行計画の検討を進めていったのか、また検討の過程でどのような課題

が見えてきたかについて解説する。 

なお、移行計画の検討においては、まず第１章３節で記載の通り、優先セクターを選定した。本プログラ

ムの最終的な目的は金融機関全体としての移行計画を策定することにあるが、当初から全体を対象として

検討した場合、抽象的な整理にとどまるおそれがある。そこで、具体的な計画像をイメージしやすくするため、

まずは優先セクターを起点として移行計画の検討を進めるアプローチを採用した。特に、実行戦略やエンゲー

ジメント戦略については、優先セクターに属する企業や地域の主力産業などを具体的に想定しながら検討す

ることで、より解像度の高い、具体性をもった戦略の検討が可能になると考えられる。また、TPT においても自

社の脱炭素、リスク・機会への対応、および経済全体にわたる移行への貢献のための目的および優先順位を

検討することが求められている。 

こうした背景のもと、優先セクターにおける検討の後に、その検討結果を踏まえて、金融機関全体の移行

計画の整理・具体化を図った。概要は図表２－８に記載している。 

 

図表２－８移行計画の策定に向けたフロー 
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２.３.１ 現在の取組状況の把握 

移行計画策定の第１段階では、金融機関が自社と取引先双方の脱炭素化に向けてどのような姿を目

指すべきか、目指す姿に向けて想定される課題が何かを理解するために、現状を把握することが推奨される。 

 

【本プログラムにおける対応】 

下記の図表２－９に記載の移行計画サイクルにおける 4 段階のプロセスに関連する観点に対して、自社

で既に行っている取組・今後検討していきたい取組を洗い出すワークを行った。本ワークを行うことで、脱炭素

化に向けた金融機関における現状の取組や、移行計画策定に関して検討すべき論点を網羅的に把握し、

金融機関自身と取引先双方の脱炭素化に向けた目指すべき姿を検討することができる。    

                                                 

図表２－９ 移行計画策定に向けて検討した観点 

 

２.３.２ リスク・機会の整理 

移行計画策定の第２段階では、TCFD が例示する気候関連のリスク・機会のうち、自社が選択した優先

セクターに関連する項目について分析を行い、リスク・機会が自社のビジネスに与える影響を分析した上で、

優先順位が高く、かつ発生可能性や影響の大きいリスク及び機会を抽出することが推奨される。  



48 

図表２－10 気候関連のリスク・機会の整理・評価のプロセス 20 

 

 

【リスク・機会の時間軸による検討】 

気候関連のリスク・機会の整理・分析を通して特定した優先順位の高いリスク・機会について、どのような

対応策を取りうるか、どのような影響が見込まれるかを、短期・中期・長期の時間軸ごとに特定することが推

奨される。なお、時間軸の設定にあたっては、図表２－11 の例のように、自社の事業計画の期間と合わせ

た期間を設定することが推奨される。 

図表２－11 時間軸設定の例 

 

 
20 TCFD「気候関連財務情報開示タスクフォースの提言の実施(日本語)」https://tcfd-

consortium.jp/pdf/about/2021_TCFD_Implementing_Guidance_2110_jp.pdf を基に環境省作成 

https://tcfd-consortium.jp/pdf/about/2021_TCFD_Implementing_Guidance_2110_jp.pdf
https://tcfd-consortium.jp/pdf/about/2021_TCFD_Implementing_Guidance_2110_jp.pdf
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【本プログラムにおける対応】 

第 1 章において設定した優先セクターについて、一般的に想定されるリスク・機会や、既に自社内で把握

しているリスク・機会を参考にしながら、シートを用いてリスク・機会を整理した。その後、整理したリスク・機会

の影響度の評価と発生すると想定される時間軸の設定を行った。 

なお、ここで設定した時間軸は、リスク・機会の分析における時間軸としてのみならず、移行計画全体を検

討する際の時間軸としても活用した。そのため、自社の事業計画の期間との整合を意識し、移行計画と事

業計画を同一の時間軸で捉えることを目指した。移行計画と事業計画の時間軸を揃えることで、両者を一

体的に検討・議論することができ、移行計画の社内浸透にも資することが期待される。SSBJ ハンドブック「サ

ステナビリティ（気候）関連のリスク及び機会の影響が生じると合理的に見込み得る「時間軸」に関する開

示」21 によると、企業は多くの場合、長期のビジョンを設定し、中期経営計画などにより戦略及び資本計画を

策定し、それに基づき短期的な操業及び財務計画を策定していると考えられる。移行計画についても、こうし

た既存の事業計画の枠組みと整合的に検討することで、より実効性の高い計画とすることを目指した。なお、

支援対象機関における具体的な検討内容については、事例集を参照されたい。 

 

２.３.３ 移行計画の骨子の検討 

【本プログラムにおける対応】 

脱炭素化に向けた金融機関における現状の取組の把握及び優先セクターにおけるリスク・機会の整理をし

た後、TPT 開示フレームワークの 5 つの開示要素と付随した開示サブ要素に従って、優先セクターにおける

移行計画の骨子を検討した。具体的には、以下の手順で実施した。 

① 5 つの開示要素（基礎、実行戦略、エンゲージメント戦略、指標と目標、ガバナンス）に基づき、以下

の観点を踏まえて、優先セクターへの取組に着目し、移行計画の骨子を検討した。 

 

 

 
21 SSBJ ハンドブック「サステナビリティ（気候）関連のリスク及び機会の影響が生じると合理的に見込み得る「時間軸」に関す

る開示」https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/20250530_05.pdf 

https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/20250530_05.pdf
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(ア) 基礎：優先セクターにおける移行計画の目的として、野心的な戦略及び金融機関を取り巻く環

境（地域金融機関の役割、社会的要請/地域の要請、脱炭素に向けた枠組みの一員・メンバ

ー）の観点 

(イ) 実行戦略：（ア）基礎の野心的な戦略を達成する手段として、優先セクターに対応する業務、

商品・サービス、方針・実行条件の観点 

(ウ) エンゲージメント戦略：（ア）基礎の野心的な戦略を達成する手段として、優先セクターに関連

するバリューチェーンへのエンゲージメント、業界へのエンゲージメント、当局へのエンゲージメントの観

点 

(エ) 指標と目標: （イ）実行戦略や（ウ）エンゲージメント戦略の進捗を測るために企業が設定し

た優先セクターの指標と目標について、（イ）実行戦略や（ウ）エンゲージメント戦略の個々の

内容との紐づけ 

(オ) ガバナンス：優先セクターに関連する金融機関における監督・執行、説明責任、従業員教育、

組織文化の観点 

② ①の内容を 1 枚にまとめた概要資料として、図表２－12 のとおり「移行計画の骨子」を作成した。 

移行計画の骨子は、現状把握・整理した自社の取組に基づいて作成するため、現時点の自社の状況を

可視化することができる。そのため、作成過程で、現状不足している施策などについて協議を行うことや、既存

の気候関連の取組と企業の中期経営計画やマテリアリティとの関連性について検討することが可能となる。ま

た、移行計画の骨子完成後は、移行計画を実行へと移す際に、関連するステークホルダーとのエンゲージメン

トや社内での取組浸透に活用することもできる。企業のサステナビリティ部門や経営企画部門等の移行計画

の策定担当部署が、移行計画の策定の発起人となることが考えられ、移行計画の骨子を用いて、他の部署

や経営層と会話を始めることも有用である。また、投資家に対しても同様に、移行計画の骨子を手元に準備

し、自社の移行計画に関する会話を始めることが考えられる。 
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図表２－12 移行計画の骨子のサンプル 

 

なお、移行計画の骨子の作成においても、第２章３項で説明の通り具体的な計画像をイメージしやすく

するため、まずは優先セクターにおける移行計画の骨子を作成した。作成した優先セクターの移行計画の骨

子を基に、TPT 開示フレームワークの 5 つの開示要素それぞれについて、優先セクター及び金融機関全体の

双方の観点から移行計画の内容の検討を進めた（第２章３節４項を参照）。その検討内容を踏まえて、

改めて金融機関全体の移行計画の骨子として整理した。 

他方で、優先セクターの移行計画の骨子を作成しようとした際、既に全社的な取組が進められている金融

機関においては、金融機関全体の取組をイメージして検討したほうが骨子を作成しやすいことも考えられる。

必ずしも優先セクターと金融機関全体の取組を分けて移行計画の骨子を検討する必要はなく、自社の現状

を考慮して作成することが有用である。 
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２.３.４ 移行計画の各開示要素の検討 

移行計画策定前の自社の取組状況の把握及び優先セクターのリスク・機会を整理し、それらを踏まえて

移行計画に含める要素を移行計画の骨子として整理した。移行計画策定の次のステップとして、移行計画

の骨子を土台に、移行計画の開示要素である「基礎」「実行戦略」「エンゲージメント戦略」「指標と目標」

「ガバナンス」それぞれの要素について、自社がアピールしたい事項や、TPT 及び SSBJ 気候基準の観点から

特に開示することが有用な項目を整理する。そのうえで、各開示要素のサブ要素ごとに、優先セクター及び金

融機関全体における自社内及び取引先の脱炭素化に向けた取組を検討する。 

 

基礎 

【基礎の開示推奨項目】 

TPT の開示フレームワークにおける、「基礎」に関する開示要素は図表２ー13 の通りである。より具体的

な開示項目については、Appendix１に記載している。移行計画の目的と自社の事業戦略などの戦略的

意思決定に用いる計画との関係性を検討することは、移行計画に関連する取組と既存の事業を一体となっ

て検討するうえで有用と考えられる。 

 

図表２－13 移行計画＜基礎＞の開示推奨項目 

 

 

【本プログラムにおける対応】 

本プログラムでは、＜基礎＞において、移行計画の目的及び優先順位の検討を目的として、①選定した

優先セクターのファイナンスド・エミッションの大きさ、②地域金融機関の役割、③社会的要請／地域の要請、

④脱炭素に向けた各種枠組みの一員・メンバー、の４つの観点から整理した（以下の図表２－14 を参
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照）。4 つの観点は、移行計画サイクルに明記はされていないものの、地域金融機関において一般的に想

定される脱炭素に向けた役割の観点から抽出したものである。これらの観点から移行計画の目的及び優先

順位、金融機関として脱炭素に取り組む目的を言語化することが、金融機関として移行計画策定に取り組

む際の指針となる。 

図表２－14 移行計画の目的の検討上の観点 

 

4 つの観点を検討する際のポイントは以下の通りである。 

① 選定した優先セクターのファイナンスド・エミッションの大きさ 

優先セクターのファイナンスド・エミッションの大きさの視点からの整理を行う。自社の所在する地域の産業に

ついて、優先セクターの取り巻く環境やそれを踏まえた金融機関の対応などを具体的に検討することで、取組
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のイメージがつかみやすくなると考えられる。最終的には、金融機関全体の移行計画の中で優先セクターへの

取組の要素を含めた移行計画の目的を整理する。 

② 地域金融機関の役割 

地域金融機関としてこれまで果たしてきた役割の観点からの整理を行う。また、移行計画サイクルでは特に

謳われていないものの、金融機関の企業理念やパーパス（存在意義）と関連付けて検討することも考えら

れる。銀行であれば、金融・非金融支援による経済・産業発展への貢献について、金融機関として何ができ

るか、何を求められているかについては、企業理念やパーパスに含められていることが多く、参考にしながら脱

炭素の文脈で捉え直すことが考えられる。 

➂ 社会的要請/地域の要請 

社会的要請/地域の要請の観点からの整理を行う。検討の例として、例えば、深刻化する気候変動への

対応は、地域経済や地域住民の生活にとっても喫緊の課題であることを踏まえて、自社が所在する地域にお

いて金融機関としてとるべき行動を検討することなどが考えられる。 

④ 脱炭素に向けた各種枠組みの一員・メンバー 

地方自治体や学術機関、地域中核企業、外部団体などの、金融機関が新規に、または既に参画する

枠組みの一員として果たすべき役割を検討することが考えられる。 
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⚫ 「基礎」は既存では開示していない内容であり、新たに検討が必要であった。 

⚫ 各地域金融機関の金融・非金融支援などの取組は大きな差異がないと考えられるため、

基礎では自社らしさや自社が拠点とする地域らしさが出せるよう意識した。 

⚫ 移行計画と事業戦略の整合性を検討する過程では、社内外の関係者にとって納得感の

あるストーリーとして表現することに苦労した。そのため、既存の長期ビジョン、中期経営計

画、マテリアリティなどと、移行計画の位置づけを整理し、地域金融機関と移行計画の役

割が伝わるように意識して取り組んだ。 

～移行計画＜基礎＞の検討事例～ 
 

本プログラムにおいて、移行計画＜基礎＞を検討するにあたり、支援対象機関からは、

以下のような課題感や気づきがあった。 

移行計画＜基礎＞の開示例 

七十七銀行では移行計画の「基礎」の開示の中で、移行計画の目的について、「GHG

排出量削減目標」や「取引先・地域の脱炭素を牽引」といった点に言及しており、上述①

～④の視点が関連していると見受けられる。 

 

 

 

出典）七十七銀行

「https://www.77bank.co.jp/pdf/77bank/disclosure/2025/ir_all.pdf」 

コラム 

 

https://www.77bank.co.jp/pdf/77bank/disclosure/2025/ir_all.pdf
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実行戦略／エンゲージメント戦略 

【実行戦略とエンゲージメント戦略の概要】 

実行戦略とエンゲージメント戦略の概要は図表２－15 の通りであるが、両戦略は密接に関連しており、

互いに影響しているため、併せて検討することが重要である。 

図表２－15 実行戦略とエンゲージメント戦略の概要 

 

【実行戦略とエンゲージメント戦略の開示推奨項目】 

① 実行戦略 

TPT の開示フレームワークにおける、「実行戦略」に関する開示要素は、図表２－16 の通りである。より

具体的な開示項目については、Appendix１に記載している。商品・サービスの検討に関して、既に優先セ

クターに関連する取組を行っている場合も考えられるが、さらに新たな取組を検討することも有用と考えられ

る。また優先セクターへの取組について具体的に検討し、次に金融機関全体の取組として自社の取組や取

引先全体への取組を検討し、整理することが考えられる。なお、検討に際しては、自社のリソースや収益性の

観点から取組の取捨選択が必要となる場合がある。 
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図表２－16 移行計画〈実行戦略〉の開示推奨項目 

 

② エンゲージメント戦略 

TPT の開示フレームワークにおける、「エンゲージメント戦略」に関する開示要素は、図表２－17 の通り

である。より具体的な開示項目については、Appendix１に記載している。自社において、組織を挙げてエン

ゲージメントを推進していくためには、様々な外部ステークホルダーとの協働が有用である。また金融機関は地

域や社会に高いインパクトを創出するために、戦略的にエンゲージメントの優先順位を決定することが求めら

れる。 

図表２－17 移行計画〈エンゲージメント戦略〉の開示推奨項目 
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【３種類のエンゲージメント】 

開示推奨項目において示されている「バリューチェーンへのエンゲージメント」「業界へのエンゲージメント」「当

局へのエンゲージメント」の 3 種類のエンゲージメントについて、地域金融機関において考えられる対応を以下

にまとめる。必要に応じて、各エンゲージメント先と日常的にコミュニケーションをとっている部署と協力しながら

検討することが考えられる。 

 

バリューチェーンへのエンゲージメント 

バリューチェーンへのエンゲージメントについては、取引先とのエンゲージメントを実施することが推奨され

る。優先セクターのみならず、金融機関の全社的な取引先へのエンゲージメントを合わせて検討する必要

がある。エンゲージメント内容の検討・実施については、第３章に記載している。 

 

業界へのエンゲージメント 

業界へのエンゲージメントについては、自社が加盟する団体（例：地域連合会など）や、優先セクター

などの業界団体（例：●●業協同組合など）へのエンゲージメントを実施することが推奨される。脱炭素

化に向けた取引先への取組支援は金融機関単独で成し遂げることは難しく、業界団体など様々なチャネ

ルを活用していくことが有用である。既に金融機関は様々な団体に加盟していると考えられるため、加盟団

体との既存の関係性を有効に活用し、移行計画において検討した取組を進めるためのエンゲージメントを

実施することが考えられる。あわせて、優先セクターに属する企業が加盟している団体とのエンゲージメント

も、優先セクターの業界動向を把握し、取引先と情報交換をする上で有用である。 

 

当局へのエンゲージメント 

当局へのエンゲージメントについては、地域金融機関においては、自社が所在する地域の自治体（都

道府県・市町村）とのエンゲージメントが比較的容易であると考えられる。地域の自治体においては、既に

移行計画に関連する脱炭素の取組などが率先して行われており、金融機関と自治体との間で地域の移

行計画関連の情報（例：脱炭素にかかる取組の推進や補助金の創設など）を共有している場合があ

る。また、既存の関係性を有効に活用し、移行計画関連の取組を進めるためのエンゲージメントを実施す

ることも考えられる。 



59 

【脱炭素化に向けた優先順位の設定】 

脱炭素及び気候関連のリスクの緩和に向けて、各種施策の優先順位を決定する必要がある。金融機関

においては、GHG 排出量全体に占めるファイナンスド・エミッションの割合が大きいことから、投融資先の脱炭

素化に向けた施策を中心に、優先順位付けを行っていくことが望ましいと考えられる。 

施策の優先順位は、企業が所属するセクターや企業規模、営業エリアといった要因により大きく異なり、ビ

ジネスモデルから得られる示唆も考慮する必要がある。金融機関が投融資先企業に対する施策の優先順

位を検討する際も、こうした観点を踏まえることが望ましいと考えられる。 

なお、脱炭素化に向けた取組では、カーボンクレジットの購入による GHG 排出量のオフセット（相殺）で

はなく、企業による GHG 排出量削減に向けた直接的な取組を優先することが推奨されている。 

 

【本プログラムにおける対応】 

本プログラムでは、図表２－18 のように、第 2 章 3 節１項「現状の取組の把握」を行った後に、実行戦

略およびエンゲージメント戦略について優先セクター及び金融機関全体の取組内容の整理・検討を行った。 

取組内容の検討では、各支援対象機関が実施する、もしくは今後実施しようとする取組について列挙し

た。例えば金融支援では、「サステナブルファイナンスの実行」、非金融支援では、「GHG 排出量算定ツール

の導入」などを挙げた。列挙した取組は図表２－19 に記載の項目を分類し、整理した。また、後続の「指

標と目標」において、列挙した取組について、短期・中期・長期の具体的な目標を設定し、それに紐づく指標

と目標も検討した。 

 

図表２－18 実行戦略・エンゲージメント戦略の検討の流れ 
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図表２－19 取組内容の整理項目 
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～移行計画＜実行戦略＞の検討事例～ 

 

「実行戦略」の開示例 

ひろぎんホールディングスでは、温室効果ガス排出量（スコープ１・２・３）削減の中長期目標を設

定し、「実行戦略」の構成要素としてオペレーション、商品・サービス、方針、財務計画を記載していること

が見受けられる。実行戦略の開示推奨項目のうち、「ビジネス業務」については、オペレーション上で行わ

れている省エネや再エネ電力の活用の取組を記載し、「商品・サービス」はサステナブルファイナンスの推進

等、「方針・実行条件」は投融資ポリシー、「財務計画」でシナリオ分析に関する内容を記載していること

が見受けられる。

 

 

出典）ひろぎんホールディングス「https://www.hirogin-hd.co.jp/csr/pdf/tcfd.pdf」 

 

⚫ 移行計画を全社的な取組として進めていくうえで、関連部署間の連携が重要であると感じた。 

⚫ 自社の GHG 排出量の削減に向けては、オフセットに頼ることなく、まずは省エネや再エネの取

組を検討した。 

⚫ 財務計画については、シナリオ分析は実施しているものの、自社にとってどのような財務影響が

あり、その対応の必要性があるかについて、今後検討が必要と感じた。 
 

本プログラムにおいて、移行計画＜実行戦略＞を検討するにあたり、支援対象機関からは、以下

のような課題感や気づきがあった。 

 コラム 

 

https://www.hirogin-hd.co.jp/csr/pdf/tcfd.pdf
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～移行計画＜エンゲージメント戦略＞の検討事例～ 

 

「エンゲージメント戦略」の開示例 

ひろぎんホールディングスでは、開示推奨項目の「バリューチェーンへのエンゲージメント」に関連して、「エン

ゲージメント方針」を掲げ、取引先企業とのエンゲージメントについて対象先を分けて取り組んでいることが

見受けられる。対象先を「ニーズ未把握先」「ニーズ非顕在化先」「ファイナンスド・エミッション上位業種

（一定規模以上）＋ニーズ顕在化先」に分けて、それぞれ対応方針を掲げていると見受けられる。 

  

 

出典）ひろぎんホールディングス「https://www.hirogin-hd.co.jp/csr/pdf/tcfd.pdf」 

本プログラムにおいて、移行計画＜エンゲージメント戦略＞を検討するにあたり、支援対象機

関からは、以下のような課題感や気づきがあった。 

 
⚫ エンゲージメント戦略の中で取り組みたい事項を洗い出せたものの、リソースの観点から全て

を実行に移すことは難しいという課題に直面した。そのため、対応が想定される時間軸等か

ら、取組の優先順位を検討した。 

⚫ エンゲージメントの優先順位については、まずは取引先へのエンゲージメントを行い、どのような

ニーズがあるかを把握した上で、業界や自治体へのエンゲージメントに繋げていきたい。 

⚫ 自治体や自社が加盟している様々な団体と、日頃から脱炭素に関する意見交換を行ってい

る。今回策定した移行計画を、より具体的なアクションプランについて意見交換するきっかけと

し、自治体や関連団体とともに、地域の脱炭素化を推進していきたい。 

 コラム 

 

https://www.hirogin-hd.co.jp/csr/pdf/tcfd.pdf
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指標と目標 

【指標と目標の開示推奨項目】 

TPT の開示フレームワークにおける、「指標と目標」に関する開示要素は図表２－20 の通りである。より

具体的な開示項目については、Appendix１に記載している。実行戦略やエンゲージメント戦略で検討した

内容について、進捗評価のための指標や目標、KPI を明確化することが推奨されている。 

図表２－20 移行計画＜指標と目標＞の開示推奨項目 

 

GHG 排出量の削減目標 

GHG排出量の削減目標の設定方法については、各金融機関の判断のもと、Scope別に野心的な目標

を設定することが考えられる。実際、国内の金融機関では、GHG 排出量削減に金融機関自身が直接取り

組むことができる Scope1、Scope2 について、ネットゼロ目標を掲げる金融機関が大宗を占めている。また、

Scope3 のネットゼロ目標についても設定する金融機関が増加している。金融機関にとって最も排出量が大

きいとされる Scope3 のファイナンスド・エミッションを含め、脱炭素技術の進展やトランジション・ファイナンスの

普及などの状況変化を踏まえて、定期的または重大な変化に応じて、目標を検討することが推奨されている。 

また、GHG 排出量の削減目標については、2050 年などの長期目標に加えて、向こう 5～10 年の中間

目標の設定も推奨されている。ファイナンスド・エミッションの中間目標については、国内のメガバンクにおいては、

主要なセクター別の目標を設定している。 
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目標の種類 

TPT の「Transition Planning Cycle」 では、設定した目標に対する進捗をモニタリングする際、内部

目標と外部目標の両方を活用することを推奨しており、概要は図表２－21 のとおりである。外部目標につ

いては開示することを前提とする一方で、内部目標については外部目標のベースとなる目標であり、必ずしも

開示を前提とはしていない。ただし、移行計画の進捗を外部に示すために、必要に応じて開示を検討する。

また、指標と目標の定量情報の開示が難しい場合には、定性情報を代替として開示することも有用と考えら

れる。 

図表２－21 内部目標と外部目標  

 

指標と目標を設定する上では、金融機関の貴重な経営資源を有効に活用し、適切に配分するため、取

組の優先度が高い施策については、図表２－22 の通り、目標とマイルストーンを具体的に設定することが必

要である。そうすることで、金融機関が脱炭素に向けて実効的な取組を行っていることをステークホルダーに示

すことができる。 

図表２－22 期限付きの目標とマイルストーンの設定例【成果のモニタリング】 

   

【本プログラムにおける対応】 

本プログラムでは、「実行戦略／エンゲージメント戦略」で整理した取組内容について、指標・目標の検

討を行った。定性的目標又は定量的目標を検討し、短期・中期・長期の具体的な目標を設定した。さら

に目標設定に向けた行動として、翌年度 1 年間の行動と、翌々年度以降の行動に分けて検討した。取
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組の実効性を確保する観点から、翌年度については比較的実行が可能な行動を、翌々年度以降につい

ては取組の発展・高度化を見据えた中長期的な方向性を、それぞれ検討した。図表２－23 では定量

的目標を設定した場合の例を記載している。 

 

図表２－23 指標と目標に関する検討のイメージ 

（例：定量的目標：優先セクター内の GHG 排出量算定ツールの導入割合の場合） 

 

  



66 

 

 

  

～移行計画＜指標と目標＞の検討事例～ 

 

「指標と目標」の開示例 

みずほフィナンシャルグループでは、GHG 排出削減や移行計画における各取組に関連する指標と目

標を設定している。サステナブルファイナンス額や与信残高削減目標等ではそれぞれ期限を設定した

目標も見受けられる。 

 

 

出典）みずほフィナンシャルグループ「https://www.mizuho-

fg.co.jp/sustainability/report/pdf/climate_nature_report_2025.pdf 」 

 コラム 

 

https://www.mizuho-fg.co.jp/sustainability/report/pdf/climate_nature_report_2025.pdf
https://www.mizuho-fg.co.jp/sustainability/report/pdf/climate_nature_report_2025.pdf
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コラム 

 
本プログラムにおいて、移行計画＜指標と目標＞を検討するにあたり、支援対象機関からは、以

下のような課題感や気づきがあった。 

⚫ 本プログラムで優先セクターを選定したものの、取引先のニーズを把握しきれていないなかで優先セク

ターに対する具体的な目標を設定することが困難であり、今後の進捗を見て検討が必要と考えた。 

⚫ 優先セクターの目標設定において、メガバンク等の大手金融機関を参考に目標設定を試みたが、地

域金融機関は大手金融機関とは取引先の規模感や事業内容が異なり、大手金融機関を参考に

して目標設定することが困難であるため、自社で独自に設定することが有用と考えた。 

⚫ 妥当と考えられる定量目標を検討したものの、外部に公表するまでに社内の関係者と協議する必

要があり、移行計画の社内浸透の必要性を感じた。 
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ガバナンス 

【ガバナンスの開示推奨項目】 

TPT の開示フレームワークにおける、「ガバナンス」に関する開示要素は、図表２－24 の通りである。より

具体的な開示項目については、Appendix１に記載している。移行計画を実施していく上では、適切なガバ

ナンス構造を有していることが重要となる。 

図表２－24 ガバナンスの開示推奨項目 

 

【本プログラムでの対応】 

本プログラムでは、ガバナンスについて、第 2 章 3 節１項「現状の取組の把握」で整理した「役割と責任」

や「ガバナンス構造等の見直し」などの内容をもとに、開示推奨項目に当てはまる内容を検討した。優先セク

ターと金融機関全体とで差異がある内容ではないため、併せて検討を行った。 

移行計画関連の監督に責任を負うガバナンス機関に関する具体的な内容については、移行計画の策定

にあたり新たに検討するのではなく、社内からの理解も得られやすい、既存のリスク管理体制（例：統合的リ

スク管理の枠組み）やサステナビリティ関連の体制を活用して検討した。 

５つの開示推奨項目のうち「取締役会による監督・報告」については、移行計画を監督するガバナンス機
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関に関する取組を検討し、その他の「役割分担・責任」「企業文化」「インセンティブ・報酬」「スキル・能力・ト

レーニング」については、ガバナンス機関のみならず、移行計画を実行する執行や事業部門レベルの組織・担

当者に関する取組を併せて検討した。移行計画を全社一体となって推進していくためには、金融機関の構

成員それぞれにあった体制や教育を検討することが重要である。例えば、「スキル・能力・トレーニング」に関し

ては、取締役会へは移行計画に関連する動向の定期的なインプット、営業を担当する従業員へは移行計

画に関連する商品・サービスの研修などが考えられる。 
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～移行計画＜ガバナンス＞の検討事例～ 

 

「ガバナンス」の開示例 

ひろぎんホールディングスでは、移行計画に関連するスキル・能力・トレーニングの取組として、社内浸

透と人財育成に関する施策を実施し、人財育成に関しては、役員・営業店職員向けのそれぞれの取

組が記載されていると見受けられる。 

 

 

 

出典）ひろぎんホールディングス「https://www.hirogin-hd.co.jp/csr/pdf/tcfd.pdf」 

 コラム 

 

https://www.hirogin-hd.co.jp/csr/pdf/tcfd.pdf
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本プログラムにおいて、移行計画＜ガバナンス＞を検討するにあたり、支援対象機関からは、以下

のような課題感や気づきがあった。 

⚫ 取締役会においては報酬体系の中に脱炭素関連の要素を組み込んでいる一方で、営業店に向け

たインセンティブ・報酬については業績表彰等の取組を実施しているものの、移行計画の社内浸透の

観点から新たな取組についても検討したい。 

⚫ 取締役会向けの勉強会は定期的に実施されているが、その内容を開示していなかった。営業店に

向けた勉強会や研修会については、取組を進めていく中で、適切なものを検討したい。 

⚫ 脱炭素アドバイザー等の資格取得の義務化については、資格取得に対して社員間で温度差があ

り、慎重に進めたいと感じた。 

 

 コラム 
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２.３.５ 移行計画の開示 

移行計画の「基礎」「実行戦略」「エンゲージメント戦略」「指標と目標」「ガバナンス」の５つの開示要素と

各開示要素のサブ要素ごとに、優先セクター及び金融機関全体における自社内及び取引先の脱炭素化に

向けた取組を検討した後は、検討結果を統合し、移行計画の開示案の検討を行う。TPT の「Transition 

Planning Cycle」においても、移行計画を策定した後のステップとして、「TPT 開示フレームワークに沿った移

行計画の開示」が示されている。 

 

【TPT 開示フレームワークに沿った移行計画の開示】 

TPT は、移行計画に関する重要な情報を開示し、定期的に開示を更新することを推奨している。開示に

あたっては、自社内で十分に検討が必要である。移行計画に関連する部署（サステナビリティ、財務、リスク

など）間で協議を行い、移行計画に関するどの情報に重要性があるのか判断し、開示に含める必要がある

かについて共通認識を持つことや、取締役が直接関与し、移行計画の目的および内容について十分に理解

していることが必要となる。 

なお、移行計画を策定した企業が、どの媒体で開示するかについては企業ごとに判断が必要となる。SSBJ

開示については、金融庁でプライム市場に上場する企業への有価証券報告書などにおける法定開示の議論

が進んでいる。企業に気候関連の移行計画がある場合には、SSBJ 開示において、移行計画の内容を開示

することが要求されているが、SSBJ 基準の要求事項を満たすことで、自社が公表した別の報告書（例えば、

正式な移行計画書）を相互参照することが許容されている。移行計画を策定した企業においては、企業の

既存の各開示媒体の性質や、プライム市場に上場する企業の SSBJ開示の動向を踏まえて、どの開示媒体

で移行計画を開示するのかについても検討が必要となる。 

 

【本プログラムにおける対応】 

本プログラムでは移行計画の開示を見据えて、第２章３節４項までの検討内容を踏まえ、開示案を作

成した。開示案の作成にあたっては、試行的に移行計画の骨子を表紙とし、後続に骨子に記載している各

開示要素について、検討結果をもとに説明する資料を配置する構成として、移行計画全体のストーリー性を

意識しながら移行計画の開示案を作成した。 
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図表２－25 移行計画の開示案の構成 

 

 

移行計画の「基礎」「実行戦略」「エンゲージメント戦略」「指標と目標」「ガバナンス」の５つの開示要素の

それぞれの開示案を作成する際には、第２章３節３項で作成した移行計画の骨子を参照しながら、第２

章３節４項での検討内容をもとに、織り込める要素を幅広く検討した。併せて、特に開示することが有用な

項目の特定や、SSBJ 基準を意識した開示内容の検討を目的に、移行計画の各種ガイダンスを参照した。

詳細は Appendix１に記載している。 

なお、本プログラムでは、第２章３節３項で作成した移行計画の骨子については、５つの開示要素の開

示案を作成した後に、全体のストーリーと整合するよう、確認・見直しを実施した。 

 

２.３.６ 移行計画の実施 

脱炭素社会の実現に向けては、移行計画の策定そのものがゴールではなく、移行計画に基づいて、各金

融機関において具体的な取組を進めていくことが重要である。したがって、策定した移行計画が形骸化しない

ように、翌年度や翌々年度以降に取り組むべき事項を具体化することが重要となる。また、事業環境は随時
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変化することが想定されるため、継続的にリスク・機会を見直し・更新し、移行計画に反映することが重要で

ある。 

TPT の移行計画サイクルでは、移行計画を策定・開示するだけでなく、計画を実施するために、「進捗状

況のモニタリング・報告」「プロセスからの学び・振り返り」を実施するための体制を構築することが推奨されてい

る。 

 

【進捗状況のモニタリング・報告】 

TPT は第 2 章３節４項「指標と目標」で説明した内部指標と外部指標について、年に 1 回は報告し、

進捗状況をモニタリングすることを推奨している。関連する部署（内部監査、リスク管理など）と連携し、指

標の集計方法の文書化や内部統制手順の適切性を検討することも重要である。 

また、移行計画を開示することで外部ステークホルダーと移行計画に関する対話を行い、今後の計画の更

新に役立てることが考えられる。特に機関投資家は様々な企業の開示資料を確認していると考えられ、他社

との比較をもとに移行計画に対するフィードバックの提供を受ける可能性がある。自社では発想できなかった

取組のアイデアを享受できる可能性もあるため、積極的に移行計画を開示し、投資家との対話を行うことが

有用と考えられる。 

 

【プロセスからの学び・振り返り】 

TPT は移行計画においては、柔軟性、反復性、適応性を持って取り組むことが有用としている。移行計画

から得られた知見をもとに定期的な見直しを検討し、例えば、以下のような事項を把握し、移行計画を修正

することが示されている。 

✓ 気候関連のリスクと機会を継続的に把握しモニタリングすることで得られた知識 

✓ 関連するステークホルダーから得られた知識 

✓ 移行計画の検討段階や実際の実行段階で直面した課題や問題（例：データ、分析、意思決定） 

✓ 外部情勢や動向の変化（例：気象現象の変化、科学の進歩、政策や規制の変更、技術開発の

進展、市場動向の変化など）への対応（例：外部要因の発生確率の修正、自社の戦略の変更

など） 
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上記のような事項が発生した場合には、内部管理表や社内報告資料などに記載しておき、定期的に社

内で議論を行うことを検討すべきである。また、移行計画を策定した後に取組が滞らないよう、移行計画の開

示はレポーティングのタイミング（例：統合報告書などの年次更新）で更新することが考えられる。開示の更

新を意識しながら社内の検討を進めることで、移行計画の取組を進展させる一助となると考えられる。 
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3. 優先セクターの投融資先への実効的なエンゲージメント内容の検討・実施 

第２章３節４項「実行戦略／エンゲージメント戦略」において、「エンゲージメント戦略」について解説した。

金融機関の移行計画の実行においては、GHG 排出量の大部分を占めるファイナンスド・エミッションを削減す

るため、取引先の GHG 排出量削減に向けたエンゲージメントの実施が重要となる。エンゲージメントに関して

は、「令和6 年度移行戦略策定・エンゲージメント実践プログラム（金融機関向け）」において、その第一歩

として、優先セクターの投融資先への実効的なエンゲージメントを検討・実施した。「地域金融機関における

移行計画策定・エンゲージメント 22 実践ガイダンス」23（以下、令和６年度ガイダンス）の中で、その内容を

公表しているため、本ガイダンスでは以下に概要をまとめる。 

 

３.１ エンゲージメントの役割 

第２章まででは、地域金融機関のファイナンスド・エミッションの算定・分析結果に基づいて優先セクターを

決定し、移行計画を策定するまでの流れを解説した。本章では、策定した移行計画に沿って、優先セクター

の取引先の脱炭素化対応を促すエンゲージメントに係る検討・実施事項を整理する。第 1 章 3 節のとおり、

優先セクターはファイナンスド・エミッションや取引先との関係性などを踏まえて選定するため、優先セクターに属

する取引先に対しては比較的エンゲージメントを実施しやすいことが想定される。そのため、まずはエンゲージメ

ントの第一歩として優先セクターに属する取引先に対してエンゲージメントを行い、その経験を踏まえて優先セ

クター以外の取引先へエンゲージメントを波及させていくことが有効と考えられる。以降では、エンゲージメント

の役割を意識した上で、エンゲージメントの実施体制を整備し、エンゲージメント実施戦略を策定する際のポ

イントをまとめる。また、実際のエンゲージメントにおいて直面することが予想される課題やその対応策の一部を

紹介する。 

具体的な検討を始める前に、地域金融機関が取引先や地域全体の脱炭素化に向けてエンゲージメント

 
22 令和 6 年度ガイダンスにおいては、エンゲージメントとは、「金融機関と取引先が脱炭素を始めとした ESG 諸課題への対

応等に向けた建設的な対話を行い、金融機関が取引先の企業価値向上に資するような提案・提言を行うこと。」と定義され

ている。 
23 環境省「地域金融機関における移行計画策定・エンゲージメント実践ガイダンス 令和 6 年度移行戦略策定・エンゲー

ジメント実践プログラム（金融機関向け）」https://www.env.go.jp/content/000302471.pdf 

https://www.env.go.jp/content/000302471.pdf
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を実施するべき理由について解説する。地域金融機関は以下の２つの理由からエンゲージメントを推進する

必要があると考えられる。 

１点目は、投融資ポートフォリオのリスク管理と取引先の機会創出・価値向上を通じた経営基盤強化で

ある。多くの地域金融機関では TCFD に基づくシナリオ分析などを通じて、自らの投融資ポートフォリオに内在

する気候変動に伴う信用リスクの大小の確認がなされているものの、その顕現化を抑制するための取組は検

討段階にある。また、脱炭素化を含む ESG 課題と企業価値向上を兼ね備えた取引先の事業組成や、それ

を通じた地域経済、即ち地域金融機関にとっての経営基盤の強化に向けた取組が必要である。これらの取

組を推進する上では、図表３－１のとおりエンゲージメントの考え方を起点とした取引先とのコミュニケーション

が有効と考えられる。 

２点目は、移行計画に則った脱炭素対応の実効的な推進と、それに対する投資家からの評価の獲得で

ある。地域金融機関においては、機関投資家から、取引先全体の GHG 排出量の把握状況や、その削減

目標を含めたポートフォリオ全体の移行計画の開示が求められる機会が増加している。地域金融機関は移

行計画で設定した目標を達成するため、実効的なエンゲージメントを行うことで、投資家からの期待に応えて

いくことが望ましいと考えられる。 

 

図表３－１ 脱炭素に向けた地域金融機関の役割 24 

 
24 環境省「金融機関における TCFD 開示に基づくエンゲージメント実践ガイダンス」 

https://www.env.go.jp/content/000213254.pdf 

https://www.env.go.jp/content/000213254.pdf
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３.２ エンゲージメントの実施体制の整備 

まず、取引先へのエンゲージメントに向けた準備として、自社におけるエンゲージメントの実施体制を整備す

る必要がある。多くの金融機関では、エンゲージメント推進担当部署である本部の営業を統括する部署

（法人営業部門、ソリューション部門など）が、営業店担当者の脱炭素に係るエンゲージメントの司令塔や

推進役となることが考えられる。また、自社のエンゲージメント戦略の策定・推進や情報開示に関する業務と

の連携の観点から、サステナビリティ関連の対応事項を統括している部署（経営企画部署やサステナビリティ

関連部署など）が十分に関与する体制を構築することが望ましい。既存のサステナビリティの推進体制や個

別の金融機関の組織体制や職掌分担に応じた体制整備の検討が有用である。 

 

３.３ 優先セクターへのエンゲージメント実施戦略策定 

次に、優先セクターのエンゲージメント実施戦略として、具体的なエンゲージメント候補先や頻度、自治

体・金融機関との連携などについて検討する。 

また優先セクターのみならず取引先全般に関連する事項として、個社単位ではなく複数社をターゲットにし

た面的エンゲージメントの実施やエンゲージメントすべきタイミングの把握、新たなエンゲージメントツールの導入

などは有効な手法であると考えられる。図表３－2 において、エンゲージメント実施にあたって検討すべき事項

をまとめている。「具体的なエンゲージメント候補先の選定」と「エンゲージメントに用いる新たなツールの導入」

についてポイントを解説する。 

図表３－２ エンゲージメント実施戦略として検討すべき事項 

対象 主な検討事項 

優先セクターの取引先 具体的なエンゲージメント候補先の選定 

エンゲージメントの頻度 

戦略や計画を見直す頻度 

自治体・金融機関などとの連携 

 優先セクター以外を含む取引先 エンゲージメントに用いる新たなツールの導入 

エンゲージメントすべきタイミングの把握 
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面的エンゲージメント 

 

 

【優先セクターのエンゲージメント候補先の選定】 

優先セクターの具体的なエンゲージメント候補先を選定する際には、それぞれの金融機関の状況や目的に

沿った効果的なエンゲージメントに向けて、複合的な観点で検討する必要がある。図表３－３は候補先を

選定する際の観点を 6 つ挙げており、それぞれの金融機関にとって優先度が高い観点からエンゲージメント候

補先を選定することが可能である。 

図表３－３ 優先セクターのエンゲージメント候補先の選定の観点 

 観点 概要 

➀ GHG 排出量が多い先 GHG 排出量が大きく、とりわけボトムアップで算定している先は、脱炭素

化の必要性を感じている可能性が高い他、金融機関としてファイナンスド・

エミッション削減への寄与が大きい可能性も高く、エンゲージメントの効果

が期待できる。 

② プライム上場企業（又

はそれらの企業と直接

取 引 し て い る 取 引

先） 

法規制の動向が直接的な影響を及ぼす可能性が高く、脱炭素化の必

要性を感じているプライム上場企業、もしくはそのような企業と取引をして

おり、プライム上場企業から脱炭素化の要請を受ける可能性が想定され

る先である。 

➂ 大口先やメイン先/準

メイン先 

融資残高が大きい取引先の中で、自行の融資シェアが大きい／取引の

関係性が深い先については、エンゲージメントにあたっての自行の影響力を

行使しやすく、スムーズにエンゲージメントを行うことが可能と考えられる。 

④ ファイナンスのニーズが

ある先 

ファイナンスのニーズがある取引先は、より有利な資金調達に関心があると

考えられ、サステナブルファイナンスなど、脱炭素に結びつく提案に繋げやす

い。 

➄ 脱炭素・SDGs 宣言

などを実施している先 

脱炭素・SDGs 宣言などを実施している先は、具体的な脱炭素化に向け

た取組の実施に積極的で、エンゲージメントを行いやすいと考えられる。 
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⑥ 気候変動対応への関

心が高い先（アンケー

トなどを通じて把握） 

サステナビリティや SDGs などの幅広い概念ではなく、気候変動対応の必

要性を感じている先は、より有効なエンゲージメントを行いやすいと考えら

れる。気候変動への関心度合いについては、アンケートなどを通じてエンゲ

ージメント前に把握する必要がある。 

 

【エンゲージメントに用いる新たなツールの導入】 

取引先向けのエンゲージメントを行うためのパンフレットなどを作成していない場合は、「金融機関における

TCFD 開示に基づくエンゲージメント実践ガイダンス 25」（以下令和 5 年度ガイダンス）とともに公表されたド

アノックツールや汎用提案書などを活用し、まずは取引先とのエンゲージメントで用いるツールを作成することが

有用である。既存のパンフレットなどがある場合においても、取引先の潜在的なニーズに合わせて、基本的・

汎用的な内容に留まらず、業界動向に関する情報提供や具体的なサービス・商品の提案など、その他のツ

ールや資料を活用し取引先とコミュニケーションを取ることも考えられる。他方で、取引先の気候変動への関

心度合いが把握できない場合には、ドアノックを行うフェーズとして幅広いサステナビリティのテーマなどでコミュニ

ケーションを始めることも有効である。 

 

３.４ エンゲージメントの実施 

優先セクターへのエンゲージメント実施戦略を検討した後、実際にエンゲージメントを実施する。まずは、取

引先の気候変動に対する関心を把握する必要があるため、作成したツールなどを用いて取引先へのドアノック

を実施する。主な流れとしては、次の 3 つのステップが想定されるが、必ずしもこの流れに沿う必要はなく、自

社の方針や実施体制に沿って効果的に進めていくことが重要である。 

  

 
25 環境省「「金融機関における TCFD 開示に基づくエンゲージメント実践ガイダンス」の公表について」

https://www.env.go.jp/press/press_03004.html  

https://www.env.go.jp/press/press_03004.html
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図表３－４ エンゲージメントの進め方の全体像 

   

Step 1： 営業店担当者への説明 

エンゲージメント推進担当部署は、営業店担当者に対してエンゲージメントの趣旨やドアノックツールの使

い方などを説明する。より実効的なエンゲージメントを行うために、営業店やエリアなどの単位で勉強会・説明

会やロールプレイング研修を行うことが有用である。また、エンゲージメント推進担当部署の担当者が取引先

へ訪問してエンゲージメントを実施する際に、営業店担当者が同席し、実際のエンゲージメント実施の場面を

見てもらうと、営業店担当者による今後のエンゲージメントの実施により効果的である。エンゲージメント開始

当初は、全ての営業店でエンゲージメントに取り組むのではなく、エンゲージメント推進担当部署が一部の主

要な営業店や取引先にて試行的にドアノックを実施し、先行事例を作り、自社内で共有することも有用であ

る。 

 

Step 2： 営業店担当者によるドアノックの実施 

営業店担当者は、取引先にドアノックツールを持参し、脱炭素への関心度合いや取組状況などをヒアリン

グする。ドアノックのフェーズにおいては脱炭素への関心度合いを把握することに主眼を置き、ドアノック後も継

続的に対話を実施できるよう、取引先の反応に合わせて対話内容を調整する。一方、取引先が関心を示し

ても、具体的な取組の実行には至らないことも多い。対話の際には、リスクのみならず機会も併せて説明する

など、脱炭素に向けた取組への機運が高まるように説明し、取引先で取り得る具体的な取組ステップを示す

ことが重要である。 

また、主要な取引先へアンケートを配布して、気候変動対応の状況を一挙に確認することも考えられる。 

 

Step 3： ドアノック後の対応に向けた準備 

ドアノックで脱炭素対応に関心のある取引先を把握した後は、さらなる議論に向けた準備が必要である。
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その際には汎用提案書を用いることが考えられ、優先セクターとして決定したセクター特有の情報を当該汎用

提案書に盛り込むことも有用である。汎用提案書は、自社の方針・目的に合わせて作り込むことが重要であ

り、日々の営業活動の内容や経験から気候変動の文脈以外を記載することも考えられる。 

 

３.５ エンゲージメントの結果を踏まえた対応と改善 

エンゲージメントを実施した結果、取引先の脱炭素対応に関する関心が高い場合にも、「サプライチェーン

から脱炭素関連の要請を受けていない」、「コンサルティングやシステムの導入負担が大きく、人的リソースに余

裕がない」などの理由で、脱炭素への対応に至らない場合もある。図表３－５に、地域金融機関がエンゲー

ジメントにおいて直面する課題やその対応策をまとめた。状況に応じて PDCA サイクルを回しながら継続的な

改善を図る必要がある。 

 

図表３－５ エンゲージメントで直面する課題と対応策の例 

分類 課題 対応策 

金融機関の推

進体制 

営業店担当者で脱炭素に精通している人員が

不足又はエンゲージメントの必要性をあまり感じ

ていない 

スキルアップ研修や人事評価への

組み込み 

取引先によっては脱炭素支援に高い専門性が

求められる 

営業店と本部の棲み分け・連携 

取引先の関心が低く、継続的にアプローチする

にはコストが高い 

取引先の関心 脱炭素対応の必要性を感じていない 提案書の充実 

エンゲージメントのタイミングの改善 

サプライチェーンから脱炭素要請を受けていない 面的エンゲージメント 

 

エンゲージメントの結果やエンゲージメントによって明らかとなった課題などに基づき、エンゲージメント戦略や

移行計画を見直すことも必要である。 
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３.５.１ 金融機関の推進体制に係る課題と対応策 

営業店において脱炭素に精通している人員が不足している、あるいはエンゲージメントに対するモチベーショ

ンが低いなどの課題がある場合は、研修などを実施して営業店担当者のスキルアップを図るとともに、人事評

価や表彰制度を見直して、営業店担当者のモチベーション向上を図ることが有用である。取引先とのエンゲ

ージメントには、営業店担当者が意欲を持って自立的に取り組むことが重要であり、必ずしも人事評価に組

み込む必要はない。地域金融機関がエンゲージメントを進めるためのステップの詳細については、令和 5 年度

ガイダンスに記載されており、同ガイダンスは、営業店担当者がエンゲージメントの全体像を把握した上で取

引先とのエンゲージメントに臨む上で有用と考えられる。 

また、営業店担当者単独によるエンゲージメントが難しい場合は、エンゲージメント実施体制や、営業店と

本部との棲み分けなどを見直す必要がある。例えば、脱炭素に向けた議論を業界の動向などの専門知識が

必要なセクターや取引先と行う場合、より高い専門性を持ったエンゲージメント推進担当部署の担当者が帯

同しサポートするなどの対応も考えられる。一方、脱炭素への関心度が低い取引先に対して、エンゲージメン

ト推進担当部署の担当者が継続的にアプローチし続けることは非効率である可能性もある。そのため、営業

店担当者が既存の取引の延長線上で定期的に訪問する際に、脱炭素に対する意向や方針を適宜確認し、

意向などに変化があった場合には、エンゲージメント推進担当部署の担当者に共有するなどの分担も考えら

れる。 

図表３－６ 営業店と本部との棲み分け（例） 

 

【取引先の関心に係る課題と対応策】 

取引先に脱炭素に対応できるような人的リソースや経済的余裕がない、又は取引先が脱炭素対応や気

候変動に対して関心がない、あるいは必要性を感じていない場合には、取引先の状況を踏まえて提案書を

作成し、ニーズを確認することも有用と考えられる。その際には図表３－７に示す 2 つのポイントがある。 
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図表３－７ 提案書を作成する際に検討するべきポイント 

ポイント 詳細 

取引先にとって直接的なメリ

ットを示す 

脱炭素のための GHG排出量の把握・削減を訴求するのではなく、エネルギー

価格高騰への打ち手（コスト対策）という切り口から、エネルギー使用量の

把握・削減をメリットとして提示する。 

太陽光などの環境負荷の低い自家発電設備を導入することで、BCP 体制

構築にも寄与することを訴求する。 

取引先の関心が高い情報

を提供する 

中小企業などの経営者も関心が高い業界トップの企業の動向（今後業界

がどうなっていくか）に関する情報を提供する。 

環境対応をブランド価値化し、他社との差別化戦略として取り組み、成功し

ている企業の事例を紹介することで機運を醸成する。 

 

また、取引先に対して脱炭素対応の必要性を説明しても、取引先の事業状況によっては、脱炭素対応に

向けた新たな設備投資などが難しい場合も多い。そのため、エンゲージメントを実施するにあたり、日々の営

業活動の中で事業承継や設備更新、リース契約の見直しなどのタイミングを把握することも重要であり、これ

らのタイミングに合わせて、気候変動や脱炭素の観点を含めた商品・サービスの提案を実施することも効果的

である。 

 

図表３ー８ エンゲージメントを実施すべきタイミング 

タイミング エンゲージメントすべき理由 

事業承継 事業承継に際しては、経営方針が変化する可能性がある。新たな経営者の気候

変動・脱炭素に関する考え方を把握し、新たな設備投資のタイミングに合わせて

提案することも有効である。 

設備更新 中小企業などにおいては設備の老朽化や陳腐化が経営課題となっていることが多

い。既存設備の経過年数を把握することで、適切なエンゲージメントを実施するこ

とができる。 
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リース契約の見直し 一部のセクターでは設備導入にリース契約が活用されるケースも多い。リース契約

を更新するタイミングでは、脱炭素対応を促進するリース設備を提案することが可

能である。 

 

さらには、個別取引先に対するエンゲージメントだけでなく、サプライチェーン上の企業や業界、自治体などと

協働し、面的にエンゲージメントを行うことも有効と考えられる。サプライチェーン上の脱炭素化をサポートする

ことに加えて、自治体と協働して脱炭素化や事業転換が必要な取引先に対する補助金を検討することなど

も考えられる。 
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４. 課題と今後の展開 

本ガイダンスでは、ファイナンスド・エミッションの算定から金融機関全体における移行計画の開示案の検討、

エンゲージメントの実施までの一連の流れについて、各種検討・取組の方法論を、事例を交えて解説した。本

章では、移行計画を策定、実行していくうえでの課題や今後の展開についてまとめる。 

 

４.１ 地域金融機関における移行計画の策定・実行に係る課題 

地域金融機関における移行計画の策定、実行に係る主要な課題として、「GHG 排出量の算定」、「実

効的なエンゲージメント」、「社内浸透」の３点が挙げられる。 

【GHG 排出量の算定】 

移行計画で検討した取引先の GHG 排出量の削減に向けた取組を実行し、進捗を確認していくには、ま

ずは取引先の GHG 排出量を正確に算定する必要がある。既に多くの地域金融機関で Scope３カテゴリ

15にあたるファイナンスド・エミッションの算定が進んでいるが、現状は多くが推計値による算定（トップダウン分

析）となっている。これは、地域金融機関の投融資ポートフォリオの多くを占める中小企業などにおいて、排

出量実測値の算定が進んでいないことが原因である。トップダウン分析では、削減目標を立てる際、取引先

企業の実際の排出量と乖離した値となり得ることを前提とする必要がある。より実効的な削減目標を立て、

実行に移していくためには、一次データの取得が必要である。 

一次データ取得に向け考えられる施策として、投融資先への GHG 排出量可視化サービスの展開が挙げ

られるが、中小企業などにおいては、排出量算定に関する知識やリソースの不足、諸負担の増加など、算定

に対する課題があるのが現状である。そのため、負担の軽減の観点から無料の算定ツールの導入提案や、営

業店担当者が取引先におけるデータ収集の社内浸透に積極的に関わるなど、継続的・積極的なコミュニケ

ーションが求められる。また、自治体によって中小企業向けの GHG 排出量の算定に関する支援事業・補助

金・相談窓口の設置などの施策が行われているため、負担増を懸念する取引先へ案内し、活用を検討して

もらうことも有用である 26。上場企業の取引先については、公表情報から実測値を集計することや、データベ

 
26 経済産業省「中小企業のＧＸ推進に向けて」

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/SME/pamphlet/gx_gaiyou.pdf 

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/SME/pamphlet/gx_gaiyou.pdf
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ンダーが提供している GHG 排出量データの利用が可能である一方で、金融機関においては中小企業に対

する実測値集計（ボトムアップ分析）の体制構築が重要となる。 

取引先へ GHG 排出量算定の働きかけを行う上では、金融機関として 2050 年ネットゼロの GHG 排出

削減目標を設定することで、対外的に積極性をアピールすることが考えられる。実際、Scope３排出量を含

めた 2050 年ネットゼロを掲げる地域金融機関が一定数見られるようになっている。 

 

【実効的なエンゲージメント】 

移行計画の効果的な実行やファイナンスド・エミッションの削減を進めるためには、実効的なエンゲージメント

戦略の策定・実行が重要となる。しかし、地域金融機関、取引先企業、それぞれの側で課題が存在する。 

まず、エンゲージメントを実施する地域金融機関においては、営業店の人的リソースの観点から脱炭素化

支援にかけられる時間が限られるため、本部や管理部門からの支援体制の構築が課題となる。取引先ととも

に脱炭素への移行を進めていくためには、金融面・非金融面双方において効果的な支援を行う必要がある。

脱炭素化支援に関する技術・ソリューションは多岐にわたり、かつ日々進歩していることから、地域金融機関

においては、取引先と個別に対話し課題感を把握したうえで、本部や営業店が一体となって関心度合いやニ

ーズに対応したソリューションを検討し提示することで、取引先を伴走支援していくことが可能となる。 

次に、地域金融機関の主要取引先企業である中小企業においては、種々のハードルによりエンゲージメン

トが進まず、実際のアクションに繋げることができないケースが多いという課題が挙げられる。加えて、脱炭素に

対する関心度には企業ごとに差があるのが現状である。こうした状況を踏まえて、地域金融機関としては、経

営者の脱炭素に対する意識が高い企業からコンタクトをとることが考えられる。 

 

【社内浸透】 

移行計画で検討した施策を実現していくうえで、移行計画の内容を担当者一人一人に自分事として捉

えてもらうことができるか、即ち社内に浸透できるかは、重要な課題である。サステナビリティ部門などの社内の

一部の部署だけで、策定した移行計画の取組を推進するのは困難である。そのため、全社的に取組を推進

できるよう、サステナビリティ部門などの担当者に限らず、営業店担当者や取締役を含めて、本業と同様に移

行計画の内容に取り組めるよう工夫することが求められる。一例として、策定した移行計画を統合報告書や

経営会議資料などの社内外の資料において示すことで、社内への訴求を図ることが考えられる。 



88 

また、移行計画を社内に浸透させ、担当者一人一人に自分事として捉えてもらうためには、計画を不変な

ものとして一方的に示すのではなく、実行状況を踏まえながらサステナビリティ部門などと他部門や営業店担

当者とが双方向に意見を出し合い、柔軟に運用していく姿勢も欠かせない。その一環として、計画の実行状

況については定期的に確認することが重要である。仮に実行が難しい場合であっても、全ての取組を断念す

るのではなく、実行できる部分と実行できない部分を分けて検討し、実行できない部分については、何ができ

ないのか（What）、なぜ難しいのか（Why）、どのようにすれば実行できるのか（How）を整理した上で、

取り組める事項から実施していくことが望ましい。さらに、ある時点では取り組めなかった事項についても、状況

の変化などを踏まえて改めて検討に立ち戻ることが重要である。 

 

４.２ 今後の展開 

ファイナンスド・エミッションの算定については、2025 年 10 月時点で、全国地方銀行協会の会員行のうち

過半数の銀行が取組済（図表４－１）である他、気候関連リスク分析・目標設定（図４－２）や脱炭

素推進の取組に関する取引先との対話（エンゲージメント）や脱炭素関連ソリューションなどの提供（図４

－３）についても、既に多くの地域金融機関で取組がなされている。 

一方で、本ガイダンスの第２章で触れた TPT 開示フレームワークなどのフレームワークに則った移行計画の

策定・開示を行っている地域金融機関はごく少数に留まっている。本ガイダンスや事例集が、地域金融機関

による移行計画の策定の機運を高めるものとなることを期待する。 
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図表４－１ 地方銀行の Scope3 の算定状況 27 

 

図表４－２ 地方銀行の気候関連リスク分析・目標設定の取組状況 28 

 
27 全国地方銀行協会「地方銀行におけるサステナビリティ推進に関する取り組み」

https://www.env.go.jp/content/000382790.pdf 
28 同上 

https://www.env.go.jp/content/000382790.pdf
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図表４－３ 地方銀行の非金融支援の状況 29 

 

  

 
29 全国地方銀行協会「地方銀行におけるサステナビリティ推進に関する取り組み」

https://www.env.go.jp/content/000382790.pdf 

https://www.env.go.jp/content/000382790.pdf
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Appendix１. 移行計画に関するガイダンスの参考情報  

 

① 「補足文書 ガイダンス文書「IFRS S2 号に従った企業の気候関連の移行についての情報（移行

計画に関する情報を含む）の開示」」について 

IFRS 財団は 2025 年 6 月に、TPT 開示フレームワークを用いて IFRS S2 号に準拠した開示を行うた

めのガイダンスとして、「Disclosing information about an entity's climate-related transition, 

including information about transition plans, in accordance with IFRS S２」30 を公表した。

また 2025 年８月には、SSBJ が当該文書を和訳して、SSBJ 基準の利用者が、SSBJ 基準の適用にあた

り参考にできるよう、「補足文書 ガイダンス文書「IFRS S2 号に従った企業の気候関連の移行についての情

報（移行計画に関する情報を含む）の開示」」31（以下、補足文書）を公表した。補足文書は、SSBJ

基準そのものではないものの、移行計画の策定について、SSBJ 基準を見据えて検討する際には有用なガイ

ダンスと考えられる。以下では補足文書の有用と考えられる点を中心にまとめている。 

 

【補足文書の目的】 

IFRS S2 号や TPT 開示フレームワークを参照するだけでは、企業にとっては何を開示すべきかが分かりづ

らい場合があるが、補足文書は、TPT が作成したガイダンスに基づいて作成されており、移行計画を策定中

であるか、又はすでに正式な移行計画を作成済みの企業にとって、有用な情報を示している。補足文書の

目的は以下の通り示されている。 

◼ 企業の気候関連の移行に関する IFRS S2 号の開示要求を識別する。 

◼ 企業が気候関連の移行に関する関連性がある情報を開示するのに役立つガイダンスを提供する。 

移行計画の開示にあたり本補足文書を活用することで、企業は TPT 開示フレームワークの開示推奨項

 
30 IFRS 財団「Disclosing information about an entity's climate-related transition, including information 

about transition plans, in accordance with IFRS S2」

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/ifrs-s2/transition-plan-

disclosure-s2.pdf 
31 SSBJ「補足文書 ガイダンス文書「IFRS S2 号に従った企業の気候関連の移行についての情報（移行計画に関する情

報を含む）の開示」」」https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/jponly_20250820_02.pdf 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/ifrs-s2/transition-plan-disclosure-s2.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/ifrs-s2/transition-plan-disclosure-s2.pdf
https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/jponly_20250820_02.pdf
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目を参照しながら、より高品質な情報を提供することができるようになる。 

 

図表 A１－１ 移行計画に関する３つの文書の関連性 32 

 

 

図表 A１－２ 補足文書における移行計画作成のプロセス 33 

 

 

【SSBJ 気候基準への読み替え表】 

補足文書においては、IFRS S2 号における移行計画に関連する開示要求事項（例：IFRS S2 号第

●項）と、SSBJ 気候基準の開示要求事項（例：気候基準第●項）との対応関係を示した読み替え表

が示されている。詳細は補足文書の記載を参照のこと。 

 

② 特に有用と考えられる移行計画の開示推奨項目について 

補足文書において TPT 開示フレームワーク 34 での開示推奨項目と IFRS S2 号の開示要求事項とのマ

ッピング表が示されている。上述の「SSBJ 気候基準への読み替え表」を利用することで、TPT 開示フレームワ

 
32 補足文書を基に環境省作成 
33 同上 
34 TPT 「Disclosure Framework」https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/knowledge-

hub/resources/tpt/disclosure-framework-oct-2023.pdf 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/knowledge-hub/resources/tpt/disclosure-framework-oct-2023.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/knowledge-hub/resources/tpt/disclosure-framework-oct-2023.pdf
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ークの開示推奨項目 35 のうち、SSBJ 気候基準の開示要求事項に該当する項目を確認することができる。   

また、TPT から 2024 年４月に公表された「Banks Sector Guidance」36 は、銀行セクターが TPT 開

示フレームワークに沿って開示を行う際の追加的な開示ガイダンスであり、銀行セクターに開示が推奨される

項目を示している。以下では、TPT 開示フレームワークの開示推奨項目のうち、SSBJ 気候基準に該当する

項目や、銀行セクターガイダンスで示されている開示項目の中で特に有用と考えられる開示推奨項目を抜粋

のうえ、特に有用な開示項目としてまとめている。開示項目の詳細については各ガイダンスを参照のこと。 

  

 
35 TPT「Explore the Disclosure Recommendations」

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/knowledge-hub/resources/tpt/explore-disclosure-recs-apr-

2024.pdf  
36 TPT「Banks Sector Guidance」 https://www.ifrs.org/content/dam/ ifrs.org/knowledge-

hub/resources/tpt/banks-sector-guidance-apr-2024.pdf 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/knowledge-hub/resources/tpt/explore-disclosure-recs-apr-2024.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/knowledge-hub/resources/tpt/explore-disclosure-recs-apr-2024.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/knowledge-hub/resources/tpt/banks-sector-guidance-apr-2024.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/knowledge-hub/resources/tpt/banks-sector-guidance-apr-2024.pdf
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図表 A１－３ 特に有用な開示項目 
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Appendix２. 自然資本に関連する移行計画 

本プログラムでは、主には気候変動への対応として、カーボンニュートラル実現に向けた移行計画の策定を

検討した。他方、近年は自然資本への対応として、自然再興（ネイチャーポジティブ）実現に向けた移行計

画の策定にも関心が集まっている。加えて、カーボンニュートラル実現に自然資本が重要な役割を担うととも

に、気候変動と自然資本は、互いに密接に影響しあう相互関係（ネクサス）であるという認識も広がりつつ

ある。 

上述の内容を受けて、金融機関においても「ネイチャーポジティブ実現に向けた移行計画の開示」や「気候

変動と自然資本の統合開示」が将来的に重要となることが想定される。本プログラムではこれらの初期的な

検討を行った。Appendix２にて、関連するガイダンスなどを紹介するとともに、実際の検討アプローチやその

結果について紹介する。 

 

① ネイチャーポジティブ実現に向けた移行計画 

人類の活動は、自然資本に依存しており、自然資本の劣化が社会経済の持続可能性に対する明確なリ

スクとなっている。また、人類の活動は自然資本にインパクトを与えており、自然資本の劣化を助長する可能

性がある。こうした認識を背景に、2022 年 12 月、生物多様性条約第 15 回締約国会議（COP15）に

おいて、「昆明・モントリオール生物多様性枠組（KM-GBF）」が採択された。KM-GBF では、2050 年の

ビジョンとして「自然と共生する世界」を掲げ、その中間目標である 2030 年ミッションとして「自然を回復軌道

に乗せるために生物多様性の損失を止め反転させるための緊急の行動をとる」ことが宣言された。これは所謂

「ネイチャーポジティブ」を 2030 年までに実現することを志向しているものと考えられる。日本では、KM-GBF

に呼応する形で、日本として取り組むべき事項を示した「生物多様性国家戦略 2023-2030」が 2023 年

3 月に閣議決定され、KM-GBF 同様に、2030 年までにネイチャーポジティブ経済への移行を目指すという

方向性が示されている。 

企業においても、ネイチャーポジティブ実現に向けた取組への貢献の期待は高まっている。自然資本に関連

する取組を企業に促す観点からは、2023 年 9 月、自然関連財務情報開示タスクフォース（以下、

「TNFD」という。）が「Recommendations of the Taskforce on Nature-related Financial 



100 

Disclosures」37（以下、「TNFD 提言」という。）を公表した。これは、企業における自然関連のリスク・機

会を報告するためのフレームワークであり、公表以降、金融機関を含め、多くの日本企業での導入が進んで

いる。加えて、気候変動に関する取組が、気候関連のリスク・機会の分析及び開示から、カーボンニュートラル

実現に向け企業としてどのような貢献が出来るかといった志向性を伴った取組の検討へと発展したことと同様

に、自然関連の取組についても、ネイチャーポジティブ実現といった志向性を伴った取組の検討へとステージを

進めつつある。 

こうした中、2024 年 10 月、TNFD がネイチャーポジティブ実現に向けた移行計画を策定するためのガイ

ダンスの素案として「Discussion paper on Nature transition plans」を公表した。また、2025 年 11

月にはそれを最終化する形で「Guidance on nature in transition plans」38（以下、「自然移行計画

ガイダンス」という。）を公表した。自然移行計画ガイダンスでは、企業がネイチャーポジティブ実現に向けた取

組を体系的に整理し、取組内容を開示することを目的に、GFANZ や TPT が公表しているカーボンニュート

ラル実現に向けた移行計画の策定ガイダンスの要素が取り込まれている。具体的には、TPT が公表した移

行計画開示における 5 つの開示要素と開示サブ要素の概念を活用しつつ、自然資本の取組の特徴を踏ま

え、一部要素を追加（もしくは削除）している。 

  

 
37 自然関連財務情報開示タスクフォース「Recommendations of the Taskforce on Nature-related Financial 

Disclosures」、https://tnfd.global/wp-content/uploads/2023/08/Recommendations-of-the-Taskforce-

on-Nature-related-Financial-Disclosures.pdf?v=1734112245 
38 自然関連財務情報開示タスクフォース「Guidance on nature in transition plans」https://tnfd.global/wp-

content/uploads/2025/11/Guidance-on-nature-in-transition-plans_DIGITAL-1.pdf?v=1771005050 

https://tnfd.global/wp-content/uploads/2023/08/Recommendations-of-the-Taskforce-on-Nature-related-Financial-Disclosures.pdf?v=1734112245
https://tnfd.global/wp-content/uploads/2023/08/Recommendations-of-the-Taskforce-on-Nature-related-Financial-Disclosures.pdf?v=1734112245
https://tnfd.global/wp-content/uploads/2025/11/Guidance-on-nature-in-transition-plans_DIGITAL-1.pdf?v=1771005050
https://tnfd.global/wp-content/uploads/2025/11/Guidance-on-nature-in-transition-plans_DIGITAL-1.pdf?v=1771005050
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図表 A２－１：TNFD 移行計画ガイダンスにおける開示要素 

 

 

 例えば、エンゲージメント戦略においては、TPT 開示フレームワークの開示サブ要素に、「景観・流域・海景」

が追加されている。これは、自然資本の状態は具体的なロケーションに応じて異なるため、ネイチャーポジティ

ブ実現に向けて企業が取るべきエンゲージメントのアプローチもロケーションごとに異なることに起因する。また、

指標・目標においては、GHG 排出量やカーボンクレジットといった気候関連の指標の開示は要求されず、一

方で自然への依存・インパクトに関する指標を開示することが求められている。 

 本プログラム実施時点では、国内の金融機関において自然移行計画ガイダンスを用いた開示も見受けられ

る。ただし、取組自体も黎明期であることから、初期的な開示が中心である。 

自然資本に関する取組はロケーション固有の情報が重要であり、地域に根差した地域金融機関のビジネ

スとの親和性は高いと考えられる。地域金融機関がハブとなり、地域企業とともにネイチャーポジティブ実現を

志向した取組を行っていくことは今後期待される重要な役割であり、そのためのアプローチとして自然移行計

画ガイダンスの内容についても概要を把握することが推奨される。 

 

② 自然資本を踏まえたカーボンニュートラル実現に向けた移行計画 

自然資本に関連する移行計画のもう一つのアプローチとして、カーボンニュートラル実現に向けた移行計画

に自然資本の役割を加味するという考え方が挙げられる。①にて述べた自然移行計画ガイダンスに沿ったア
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プローチは、ネイチャーポジティブ実現をゴールとしたものであった。他方、もう一つのアプローチは、カーボンニュ

ートラル実現をゴールとしつつ、自然資本の GHG 吸収源としての貢献を評価し、自然資本を保全することに

よって、効果的にカーボンニュートラル実現を達成しようとするものである。 

 このような考え方に則ったガイダンスとして、2024 年 10 月に GFANZ が「Nature in Net-zero 

Transition Plans」39 を公表している（なお、2026 年 3 月現在、本ガイダンスは最終化されていない）。

本ガイダンスでは、金融機関がカーボンニュートラル実現を目指すにあたり、自然資本の役割を評価するととも

に、自然資本の保護・保全・回復・再生に繋がる活動に資金を振り向けるためのアプローチについて詳述して

いる。 

自然資本が GHG 吸収源としてカーボンニュートラルに貢献し得るといった点は広く認識されているところで

ある。他方、GHG 吸収源としての役割以外においても、自然資本への取組は気候変動とさまざまな形で関

連している。例えば、気候変動によって気象条件が変化し、水資源が枯渇するような状況では、水資源の利

用を適切に管理している企業ほど、気候変動によるリスクを抑えることが出来る。自然資本に関する取組は

気候変動という社会課題の解決に貢献するだけでなく、企業のリスク低減（もしくは機会の獲得）といった

取組ベースにおいても相互に影響を及ぼすため、両者を統合的に捉えたアプローチが有効と考えられる。 

なお、気候変動と自然資本をはじめとした環境課題に対する企業としての取組を対外的に開示するにあ

たっての手引きとして、環境省では 2025 年 6 月に「環境課題の統合的取組と情報開示に係る手引き」40

を公表している。今後、環境課題に対して統合的に取組を進めるにあたっての参考資料として活用頂きた

い。 

③ 本プログラムにおける検討アプローチ 

①や②の内容を踏まえ、本プログラムの支援対象機関である横浜フィナンシャルグループ（以下、「横浜

FG」という。）が自然資本に関連する移行計画の初期的な検討を行った。主な検討のアプローチは以下の

通りである。 

  

 
39 GFANZ「Nature in Net-zero Transition Plans」

https://assets.bbhub.io/company/sites/63/2024/10/Nature-in-NZTP-October-2024.pdf 
40 環境省「環境課題の統合的取組と情報開示に係る手引き」https://www.env.go.jp/content/000323683.pdf 

https://assets.bbhub.io/company/sites/63/2024/10/Nature-in-NZTP-October-2024.pdf
https://www.env.go.jp/content/000323683.pdf
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図表 A２－２：本プログラムにおける検討アプローチ 

 

 

【Step1】優先セクターの決定 

自然資本に関する取組を検討する上では、自然資本への依存とインパクトの状況を把握することが重要と

考えられる。自然資本への依存とインパクトは、取引先のセクターによって大きく異なるため、本検討プロセス

の対象となる優先セクターの選定を行った。選定にあたっては、ENCORE を用いてセクター毎の自然資本へ

の依存とインパクトを可視化し、依存とインパクトが大きいと考えられるセクターを中心に検討を行った。その結

果、水資源の利用や有害物質・固形廃棄物の排出の観点で自然資本への依存とインパクトが相対的に大

きく、かつ、気候変動に関する取組との親和性が高い（※）と考えられることから、「自動車・部品セクター」

を本検討プロセスにおける優先セクターとして決定した。 

※本プログラムでは、カーボンニュートラル実現に向けた移行計画を検討する上でも、GHG 排出量や移行リ

スクの大きさ、取引先との関係性などを踏まえ、優先セクターを決定している。横浜 FG ではそちらにおいても

「自動車・部品セクター」を優先セクターとしている（詳細は、本ガイダンス 1-3 を参照）。 

 

【Step2】自然資本に関する現状の取組状況及び今後の方針の整理 

横浜 FG におけるこれまでの自然資本に関する取組及び今後の方針の整理を行うにあたり、①にて述べた

自然移行計画ガイダンスの開示要素を基にした検討を行った。自然移行計画ガイダンスの開示要素一つず

つについて対応する既存の取組有無を確認するだけではなく、各開示要素が求められる趣旨を踏まえ、これ

までには社内でどのような議論が行われてきたか（マテリアリティや中期経営計画における自然資本の位置づ
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けなど）や国内での事例などを参考にすると今後どのような施策を検討することが可能か、などについて検討

を行った。なお、検討した具体的な観点は以下の通りである。 

 

図表 A２－３：自然資本に関する取組及び今後の方針の検討ポイント（一部抜粋） 

 

 

【Step3】自然資本に関する取組のうち、気候変動と関連する取組の特定 

Step2 において整理された自然資本関連の取組（今後検討予定の取組も含む）について、気候変動

との関連性を検討した。結果、ファイナンス関連の取組や人材育成に関する取組については、気候変動と自

然資本の双方に関連がある取組であると特定された。例えば、サステナブルファイナンスは、気候変動だけで

なく、自然資本の取組を推進しようとする企業に対しても支援することが可能であるため、双方に関連がある

取組と位置付けられた。また、中小企業に対するエンゲージメントでは、気候変動を切り口とした対話から、

段階的に自然資本に関する対話へとテーマを広げていくことが重要と考えられたため、従業員の気候変動に

対するリテラシーを高め、気候変動に関するエンゲージメント機会を増やすこと自体が、自然資本に関する取

組機会の増加にもつながり得ると整理された。 

 

【Step4】カーボンニュートラル実現に向けた移行計画への自然資本に関する取組の反映 

Step3 にて特定された取組について、本プログラム内にて検討を行ったカーボンニュートラル実現に向けた

移行計画への反映を行った。具体的には以下の点の反映を行っており、詳細については本ガイダンスの事例

集における横浜 FG の移行計画の開示案を参照頂きたい。 
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図表 A２－４：カーボンニュートラル実現に向けた移行計画への反映 

 

 

④ 本分析を通して得られた示唆・今後に向けた課題 

本検討を行った結果として、以下の示唆や課題を得た。 

• 地域金融機関において、自然資本に関する取組については、気候変動と同じ水準では検討が進んでい

ないケースが想定される。これは、地域金融機関の主要な取引先となる中小企業において、自然資本に

関する取組の重要性の認識が必ずしも広まっておらず、実行戦略やエンゲージメント戦略を具体的に検

討することに一定のハードルが存在するためと考えられる。 

• 上述のような状況を解消するため、気候変動と自然資本の双方を視野に入れてエンゲージメントを進め

ていくことが考えられる。自然資本のみを対象としたソリューション提案やエンゲージメントは、必ずしも取引

先にとって効果的とは限らない可能性があるため、気候変動を対象としたソリューション提案やエンゲージメ

ントを軸に展開し、その結果として自然資本に関する取組も同時的に推進されるといった形が初期的には

望ましい。他方、必ずしも気候変動との関連性は高くなくとも、自然資本のみを対象とした取組について

重要性が高いケースも想定される。 

• 気候変動に関する取組が「知る」、「測る」、「減らす」といったステップで進展したことと同様に、自然資本

に関する取組は、まず「知る」フェーズの啓発活動から行っていくことが必要だと考えられる。啓発活動にお

いては、取引先のセクターごとに自然資本に対する依存・インパクトの状況やそれを踏まえた規制などの外

部環境が異なると考えられるため、優先的に検討すべきセクターを決定し、情報収集・提供を行うことが

有効である。 



106 

• Appendix２では、自然資本に関連する移行計画の策定アプローチとして、①「ネイチャーポジティブ実現

に向けた移行計画」と②「自然資本を踏まえたカーボンニュートラル実現に向けた移行計画」の 2 つのアプ

ローチを紹介し、本プログラムにおいては①から②という順番での検討を行った。他方、実務面を踏まえる

と、必ずしもどちらかを先に実施するというものではなく、同時的に進めることがより有効であると確認され

た。 
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